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251 近世琉球における才府就任

　
　

近
世
琉
球
に
お
け
る
才
府
就
任

　
　
　
　
　
─
─
旅
役
と
地
頭
所
分
配
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
─
─
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田　

浩　

世

は
じ
め
に

　

一
般
に
一
六
〇
九
年
の
島
津
侵
入
事
件
か
ら
一
八
七
九
年
の
琉
球
処
分
ま
で
を
指
す
近
世
琉
球
は
、
近
年
の
研
究
に

よ
っ
て
日
本
・
中
国
両
大
国
と
積
極
的
に
従
属
（
両
属
）
関
係
を
取
り
結
び
、
双
方
の
支
配
秩
序
を
独
自
に
調
整
し
な

が
ら
国
家
運
営
を
図
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た

（
1
（

。
そ
の
中
で
琉
球
は
、
自
ら
を
「
小
国
」
と
位
置

づ
け
従
順
さ
を
演
出
す
る
こ
と
で
「
大
国
」
に
対
抗
す
る
外
交
戦
略
を
採
っ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
こ
の

よ
う
な
日
中
双
方
と
の
同
時
整
合
的
な
関
係
を
国
是
と
し
使
節
を
派
遣
し
て
交
易
す
る
た
め
、
ま
た
そ
れ
を
支
え
る
国

内
統
治
を
行
う
た
め
、
琉
球
国
内
に
は
緻
密
な
官
人
制
度
（
官
僚
制
）
が
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
。
と
り
わ
け
、
国
の

内
外
に
わ
た
る
活
動
の
中
核
を
担
っ
た
「
旅
役
」（
唐
旅
・
大
和
旅
・
地
下
旅
）
は
、
日
中
双
方
と
の
通
交
関
係
お
よ
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び
周
辺
離
島
を
統
治
し
た
近
世
琉
球
を
象
徴
す
る
役
目
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
「
旅
役
」
に
着
目
し
て
琉
球
特
有
の
官
人
編
成
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
が
、
真
栄
平
房
昭
に

よ
る
「
旅
役
」
知
行
制
論
お
よ
び
個
人
貿
易
論
で
あ
る

（
2
（

。
こ
れ
に
よ
っ
て
琉
球
で
は
唐
旅
・
大
和
旅
・
地
下
旅
か
ら
な

る
「
旅
役
」
が
、
王
府
奉
公
の
中
心
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
さ
ら
に
地
頭
所
の
分
配
に
関
係
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に

さ
れ
た
。
ま
た
、
農
業
基
盤
が
脆
弱
な
琉
球
に
お
い
て
旅
役
を
通
じ
た
個
人
貿
易
が
官
人
編
成
に
関
係
し
て
い
た
こ
と

は
、
交
易
に
よ
っ
て
展
開
し
て
き
た
琉
球
を
象
徴
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
海
に
囲
ま
れ
た
島
嶼
社
会
に
あ
っ
て
琉
球

は
、
旅
役
（
特
に
唐
旅
）
を
第
一
の
奉
公
と
し
、
そ
こ
に
知
行
制
を
結
び
つ
け
な
が
ら
国
家
運
営
を
図
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。

　

一
方
で
、
近
年
の
研
究
の
深
化
に
よ
っ
て
「
旅
役
」
と
王
府
官
人
制
度
の
結
び
つ
き
が
よ
り
重
層
的
か
つ
複
雑
な
も

の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
例
え
ば
、「
旅
役
」
を
代
表
す
る
渡
唐
役
の
才
府
・
官
舎
・
大
筆
者
・

脇
筆
者
へ
の
船
間
分
配
に
は
、役
目
の
重
要
さ
に
囚
わ
れ
な
い
国
内
官
僚
組
織
を
支
え
る
た
め
の
論
理
が
働
い
て
い
た

（
（
（

。

そ
れ
は
渡
唐
役
が
第
一
の
奉
公
と
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
功
績
が
あ
っ
た
者
へ
の
報
酬
と
し
て
も
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
近
世
琉
球
に
あ
っ
て
は
、
内
外
の
問
題
に
柔
軟
に
対
応
し
国
家
の
運
営
を
十
全
な
も
の
と
す
る
た
め
、
さ

ま
ざ
ま
な
施
策
の
実
施
が
求
め
ら
れ
た
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
日
中
と
の
外
交
業
務
だ
け
で
な
く
国
内
統
治
の
た
め
の
王

権
儀
礼
や
農
政
改
革
、
異
国
船
対
策
な
ど
で
あ
る

（
（
（

。
こ
の
よ
う
に
国
を
運
営
す
る
た
め
の
施
策
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
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り
、
旅
役
だ
け
で
は
な
い
広
範
な
奉
公
を
評
価
す
る
仕
組
み
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
従
来
の
旅
役
と
の
関
係
を

強
調
す
る
官
人
編
成
の
理
解
に
は
、
多
く
の
点
で
検
討
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
近
世
琉
球
の
展
開
を
支
え
た
王
府
官
人
制
度
の
問
題
、
と
り
わ
け
さ
ま
ざ
ま
な
施
策
を
担
っ
た

官
人
た
ち
へ
の
功
績
評
価
と
そ
れ
に
対
す
る
報
酬
給
付
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
の
か
、
渡
唐
役
の
一
つ
で
あ
る

才
府
の
役
割
に
注
目
し
検
討
す
る
。
具
体
的
に
は
、
①
渡
唐
役
で
あ
る
才
府
が
持
っ
て
い
た
報
酬
給
付
・
地
頭
所
分
配

と
の
関
係
を
確
認
し
な
が
ら
報
酬
を
受
け
取
る
た
め
の
役
職（「
受
益
職
」）と
し
て
機
能
し
た
姿
を
明
ら
か
に
し
、②「
僉

議
」
に
見
ら
れ
る
功
績
処
遇
問
題
を
通
じ
て
広
範
な
奉
公
へ
の
対
価
（
評
価
）
基
準
と
さ
れ
た
才
府
の
役
割
を
明
ら
か

に
す
る
。
そ
の
上
で
、
③
自
ら
を
「
小
国
」
と
規
定
す
る
琉
球
を
支
え
て
い
た
官
人
制
度
の
特
質
に
つ
い
て
考
え
て
み

る
こ
と
と
し
た
い
。

一
、「
最
上
の
立
身
役
」
と
し
て
の
才
府
と
地
頭
所

　
（
一
）
才
府
へ
の
就
任
と
役
柄

　

渡
唐
役
の
一
つ
で
あ
る
才
府
は
、
明
清
中
国
へ
と
派
遣
さ
れ
る
進
貢
船
（
２
員
）・
接
貢
船
（
１
員
）
に
乗
り
込
ん

で
貿
易
業
務
に
携
わ
り
、『
歴
代
宝
案
』
な
ど
で
は
「
在
船
使
者
」
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
。
才
府
の
名
称
は
、
唐
船

に
配
置
さ
れ
る
「
財
福
」（「
荷
物
商
売
ノ
日
記
算
用
ヲ
主
ド
ル
者
ナ
リ
」）
に
由
来
し
、
管
見
の
限
り
生
糸
貿
易
の
失
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態
を
咎
め
る
薩
摩
側
と
の
や
り
取
り
を
記
し
た
文
書
（
一
六
三
二
年
）
を
初
見
と
す
る

（
5
（

。
も
っ
と
も
後
年
に
編
纂
さ
れ

た
『
家
譜
』
内
で
は
、
才
府
や
同
僚
の
官
舎
役
が
遅
く
と
も
一
六
世
紀
中
頃
に
は
進
貢
貿
易
に
関
わ
る
役
職
で
あ
っ
た

こ
と
が
確
認
で
き
る

（
（
（

。

　

ま
た
、
才
府
は
王
府
官
人
制
度
を
運
営
す
る
た
め
の
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
進
貢
船
に
乗
り
込
む
渡
唐
役

へ
は
「
船
間
」（
役
人
個
々
の
進
貢
船
へ
の
積
み
荷
量
）
が
分
配
さ
れ
て
い
た
が
、
特
に
才
府
へ
は
使
節
の
代
表
で
あ

る
正
使
よ
り
も
多
く
の
船
間
が
あ
て
が
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
才
府
（
お
よ
び
官
舎
・
大
筆
者
・
脇
筆
者
）
へ
の
船
間

が
、
単
純
に
使
節
編
成
上
の
論
理
や
職
責
に
応
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
旧
慣
調
査
資
料
な
ど
に
あ
る
よ
う
に
才
府
就
任

以
前
の
奉
公
に
対
す
る
報
酬
と
し
て
の
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た

（
（
（

。
こ
の
よ
う
な
報
酬
と
か
ら
ん
だ
才

府
の
あ
り
よ
う
は
、
明
治
期
の
旧
慣
調
査
に
お
い
て
琉
球
に
お
け
る
知
行
制
度
が
日
本
の
一
般
的
な
そ
れ
と
異
な
っ
て

い
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
「
受
益
職
」
と
も
評
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る

（
（
（

。

　

こ
の
よ
う
な
役
職
を
通
じ
た
報
酬
給
付
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、す
で
に
「
心
附
役
」
に
関
す
る
議
論
が
あ
る

（
（
（

。「
心

附
役
」
も
王
府
の
官
職
で
あ
り
な
が
ら
専
ら
収
入
を
得
る
た
め
に
設
け
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
、
物
品
官
吏
を
担
う
部
署

に
付
属
し
て
納
品
さ
れ
た
物
の
一
部
を
収
入
と
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
た
。農
業
基
盤
の
脆
弱
な
琉
球
に
お
い
て
は
、

物
品
の
流
通
に
依
拠
し
て
報
酬
給
付
が
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
報
酬
制
度
と
直
結
す
る
才
府
が
、
琉
球
の
一
般

士
層
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
か
、
秩
禄
処
分
に
伴
っ
て
作
成
さ
れ
た
上
申
記
録
（「
才
府
勤
済
采

地
高
之
儀
ニ
付
再
願
」）
に
手
掛
か
り
が
残
さ
れ
て
い
る
。
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明
治
政
府
に
よ
る
秩
禄
処
分
は
、
王
国
末
期
の
組
織
慣
行
・
報
酬
制
度
を
調
査
し
た
上
で
行
わ
れ
た
が
、
才
府
就
任

が
見
込
ま
れ
て
い
た
人
び
と
へ
の
対
応
は
十
分
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。首
里
士
族
の
真
栄
城
喜
憑
以
下
七
名
は
、

琉
球
の
特
殊
な
知
行
制
度
を
踏
ま
え
、
適
切
な
処
遇
を
行
う
よ
う
請
願
書
を
作
成
し
て
い
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
才
府

は
無
禄
士
族
（
地
頭
所
を
持
た
ず
、
薄
給
の
中
下
級
士
族
）
に
と
っ
て
の
最
高
の
出
世
役
と
さ
れ
、
就
任
年
齢
や
二
年

に
三
人
と
い
う
制
限
を
持
ち
、
選
抜
は
比
類
な
き
働
き
を
な
し
た
者
や
二
〇
～
三
〇
年
に
お
よ
ぶ
奉
公
を
勤
め
た
者
か

ら
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る

（
（1
（

。
才
府
就
任
は
、近
世
末
期
の
官
職
制
度
を
記
し
た『
琉
球
藩
官
職
制
』や『
東

汀
随
筆
』
に
よ
る
と
、
評
定
所
・
御
物
奉
行
所
・
申
口
方
所
属
の
筆
者
衆
、
御
右
筆
、
平
等
所
大
屋
子
な
ど
の
定
役
職

か
ら
行
わ
れ
、
王
府
中
枢
の
要
職
を
経
て
就
任
す
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
た

（
（（
（

。

　

ま
た
、「
御
恩
賜
金
ノ
義
ニ
付
願
」
に
は
、
才
府
、
官
舎
、
大
筆
者
、
脇
筆
者
と
の
間
の
昇
進
関
係
に
つ
い
て
も
記

載
が
あ
り
、
大
筆
者
は
定
役
職
を
経
由
し
東
京
・
大
坂
詰
書
役
、
脇
筆
者
、
北
京
大
筆
者
な
ど
の
就
任
者
か
ら
、
官
舎
・

才
府
は
上
記
旅
役
な
ど
を
数
度
勤
め
た
者
ま
た
は
国
内
で
大
き
な
功
績
を
挙
げ
た
者
か
ら
功
績
を
勘
案
し
選
抜
し
た
と

あ
る

（
（1
（

。
渡
唐
役
（「
受
益
職
」）
同
士
に
も
序
列
が
存
在
し
、最
大
の
功
績
を
積
ん
だ
者
が
才
府
役
へ
と
進
む
こ
と
と
な
っ

て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。才
府
は
王
府
内
で
要
職
を
歴
任
し
た
者
た
ち
が
目
標
と
す
る
役
職
で
あ
り
、「
最
上
の
立
身
役
」

と
称
さ
れ
た
よ
う
に
報
酬
と
し
て
の
渡
唐
役
（
受
益
職
）
の
筆
頭
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
才
府
が
「
最
上
の
立
身
役
」
と
称
さ
れ
た
背
景
に
は
、
才
府
を
勤
め
た
者
に
地
頭
所
が
与
え
ら
れ
る
慣
例
が

あ
っ
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
た
。「
才
府
勤
済
采
地
高
之
儀
ニ
付
再
願
」
に
は
、「
旧
藩
ノ
時
旅
地
下
ノ
功
ヲ
積
才
府
役
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勤
済
候
ニ
付
、
早
速
拾
弐
三
石
以
上
ノ
地
頭
所
被
給
二
代
相
続
ノ
旧
規
御
座
候
」
と
あ
っ
て
、
才
府
を
勤
め
た
者
へ
は

十
二
～
三
石
以
上
の
地
頭
所
の
下
賜
、
地
頭
所
を
所
持
し
て
い
る
者
へ
は
二
代
に
わ
た
る
相
続
が
保
証
さ
れ
る
仕
組
み

で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
才
府
と
地
頭
所
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
近
世
期
の
史
料
か
ら
も
確
認
さ
れ
、『
詹
姓
家
譜
』（
詹
光
国
、

一
八
七
二
年
の
条
）
に
は
、才
府
を
勤
め
た
者
へ
は
す
ぐ
に
地
頭
所
を
与
え
る
慣
例
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る

（
（1
（

。

ま
た
、
記
事
の
文
言
か
ら
才
府
と
地
頭
所
の
関
係
は
、
記
事
が
作
成
さ
れ
る
か
な
り
以
前
か
ら
確
立
し
て
い
た
こ
と
が

う
か
が
わ
れ
る
。
さ
ら
に
一
八
七
二
年
の
段
階
で
は
分
配
す
べ
き
地
頭
所
が
不
足
し
、
未
給
与
者
へ
は
五
石
の
「
救
助

料
」
を
下
し
て
報
酬
を
補
填
す
る
こ
と
や
、
下
賜
前
に
亡
く
な
っ
た
者
へ
は
嫡
子
が
そ
の
権
利
を
引
き
継
ぐ
な
ど
の
規

定
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
と
も
な
っ
て
い
た
。
才
府
は
琉
球
士
に
と
っ
て
奉
公
の
末
に
与
え
ら
れ
る
貿
易
参
加
の
機
会
で

あ
る
だ
け
で
な
く
、
地
頭
所
を
通
じ
た
半
永
続
的
な
報
酬
確
保
を
約
束
す
る
存
在
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
地
頭
所
を
持

た
な
い
中
下
級
士
族
に
と
っ
て
才
府
を
「
最
上
の
立
身
役
」
と
称
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
（
二
）
才
府
と
地
頭
所
下
賜
規
定
の
変
遷

　

才
府
が
地
頭
所
下
賜
と
結
び
つ
き
、
官
人
制
度
全
体
の
運
営
を
支
え
る
構
造
は
、
い
つ
ご
ろ
始
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
別
稿
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
久
米
村
士
へ
地
頭
所
を
下
賜
す
る
基
準
と
さ
れ
た
「
二
度
大
通
事
」
は
、
一
七
三
〇

年
代
を
始
期
と
し
、
少
な
く
と
も
近
世
の
全
時
期
に
わ
た
っ
て
適
用
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た

（
（1
（

。
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才
府
職
と
地
頭
所
下
賜
の
関
係
に
つ
い
て
、
首
里
・
那
覇
・
泊
系
『
家
譜
』
か
ら
見
て
み
る
と
、
一
六
〇
九
年
以
降

の
才
府
就
任
者
の
事
例
は
、
同
一
人
物
に
よ
る
複
数
の
就
任
を
除
く
と
、
一
六
一
〇
年
就
任
の
栢
壽
か
ら
一
八
六
六

年
就
任
の
向
明
行
に
い
た
る
四
五
件
で
あ
っ
た
。
こ
の
中
か
ら
才
府
お
よ
び
そ
の
後
の
返
上
物
宰
領
役
中
に
客
死
・

遭
難
・
途
中
辞
任
な
ど
に
よ
っ
て
職
務
を
完
遂
し
え
な
か
っ
た
七
人
（
一
六
七
〇
年
の
梅
條
昌
、
一
六
七
〇
年
の

雍
應
魁
、
一
六
九
〇
年
の
方
宏
宗
、
一
七
五
四
年
の
毛
弘
休
、
一
七
八
九
年
の
東
日
升
、
一
八
二
八
年
の
馬
世
忠
、

一
八
三
八
年
の
向
文
亀
）
を
除
き
、
ま
た
才
府
就
任
以
前
に
地
頭
所
を
相
続
し
て
い
た
十
四
人
（
一
六
五
五
年
の
英
常

春
、
一
六
九
二
年
の
翁
宗
璉
・
文
亮
彩
、
一
七
〇
四
年
の
毛
温
良
、
一
七
一
〇
年
の
毛
慎
思
、
一
七
一
六
年
の
毛
宗
道
、

一
七
二
二
年
の
傳
世
哲
、
一
七
二
五
年
の
麻
篤
敬
、
一
七
三
三
年
の
阿
九
畹
、
一
七
七
四
年
の
麻
永
徤
、
一
七
七
八
年

の
楊
光
祖
、
一
八
四
六
年
の
毛
文
魁
、
一
八
四
八
年
の
麻
邦
礎
、
一
八
六
六
年
の
向
明
行
）
を
除
い
て
作
成
し
た
の
が

【
表
１
】
で
あ
る
。

【
表
１
】
近
世
琉
球
に
お
け
る
才
府
就
任
者
一
覧

№

唐
名

居
付

渡
唐
役
就
任
前
職
歴

地
頭
所
下
賜

出
典

１

栢
壽

那
覇
系

・
才
府
（
一
六
一
〇
）、
才
府
（
一
六
一
三
）、
返
上
物
宰
領
、
上
国
、
久
米
慶

良
間
島
仕
置
、
唐
船
作
事
奉
行
、
宮
古
島
切
支
丹
改
、
御
物
城
、
御
物
奉
行
、

勢
頭
（
一
六
三
一
）、
唐
船
作
事
奉
行
、
南
蛮
船
漂
来
八
重
山
島
赴
、
唐
船
作

事
奉
行
二
度

①
西
原
間
切
呉
屋（
一
六
一
七
、下
賜
）、

②
南
風
原
間
切
友
寄
（
一
六
二
二
、
転

任
）、③
真
和
志
間
切
小
禄（
一
六
二
三
、

転
任
）

『
那
覇
市
史
』
那
覇
・

泊
系
四
三
七
頁
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２

虞
世
禄

那
覇
系

・
親
見
世
若
筆
者
、
親
見
世
酒
当
大
屋
子
、
同
所
銀
庫
理
当
、
大
筆
者

（
一
六
〇
五
）、
検
地
案
内
者
、
官
舎
（
一
六
一
三
）、
返
上
物
宰
領
、
才

府
（
一
六
一
五
）、
返
上
物
宰
領
、
仕
上
世
奉
行
、
琉
仮
屋
御
蔵
役
、
才
府

（
一
六
二
一
）、
返
上
物
宰
領
、
才
府
（
一
六
二
三
）、
返
上
物
宰
領
、
浮
徳
奉

行

①
東
風
平
間
切
外
間
（
一
六
一
四
、
名

島
）

『
虞
姓
家
譜
支
流
』（
外

間
家
）

３

蔡
秀

那
覇
系

・
親
見
世
筆
者
、
金
庫
理
大
屋
子
、
大
筆
者
（
一
六
〇
七
）、
親
見
世
大
屋
子
、

那
覇
脇
筆
者
、
同
大
筆
者
、
八
重
山
島
筆
者
、
那
覇
御
倉
大
屋
子
、
久
米
代
官
、

美
富
御
倉
大
屋
子
、
才
府
（
一
六
二
四
）、
返
上
物
宰
領
、
勢
頭
（
一
六
二
七
）、

唐
船
作
事
奉
行
三
度

①
大
里
間
切
島
袋
（
一
六
一
九
、下
賜
）
『
那
覇
市
史
』
那
覇
・

泊
系
二
六
九
頁

４

兪
得
賢

那
覇
系

・
那
覇
御
倉
脇
筆
者
、同
大
筆
者
（
現
：
船
手
筆
者
）、宮
古
筆
者
、那
覇
脇
筆
者
、

大
筆
者
（
一
六
二
八
）、
付
場
御
倉
大
屋
子
、
才
府
（
一
六
三
一
）、
返
上
物
宰

領
、
才
府
（
一
六
三
四
）、
返
上
物
宰
領

①
豊
見
城
間
切
長
嶺
（
一
六
二
七
、

下
賜
）、
②
久
米
中
里
間
切
惣
地
頭

（
一
六
五
一
、
転
任
）、
③
西
原
間
切
幸

地
（
一
六
五
六
、
転
任
）

『
那
覇
市
史
』
那
覇
・

泊
系
四
九
八
頁

５

容
振
徳

泊
系

・
小
赤
頭
二
度
、
花
当
二
度
、
米
御
蔵
大
屋
子
、
今
帰
仁
代
官
、
上
国
、〔　

　
　
　

〕、
上
国
、
泊
地
頭
、
宮
古
主
部
、
神
水
検
者
兼
豊
見
城
親
方
盛
良
宮

古
八
重
山
仕
置
の
時
の
相
附
、
買
物
宰
領
、
才
府
（
一
六
三
三
）、
返
上
物
宰
領
、

御
物
奉
行
、
上
国
、
才
府
（
一
六
四
〇
）、
返
上
物
宰
領
、
糺
明
奉
行
、
御
物

奉
行

①
真
和
志
間
切
儀
間
金
城（
一
六
一
三
、

下
賜
）、
②
玉
城
間
切
富
名
腰

（
一
六
三
八
、
転
任
）

『
容
姓
家
譜
大
宗
』（
山

田
家
）

６

柳
枝
蕃

泊
系

・
大
台
所
大
屋
子
、
唐
船
改
大
屋
子
、
金
御
蔵
銭
御
蔵
米
御
蔵
大
屋
子
、
今
帰

仁
代
官
、
唐
船
改
大
屋
子
、
今
帰
仁
代
官
、
上
国
二
度
、
監
察
田
畠
検
者
、
越

来
間
切
田
畠
検
者
、
官
舎
（
一
六
三
五
）、
返
上
物
宰
領
、
検
者
、
返
上
物
宰
領
、

検
地
巡
察
、
返
上
物
宰
領
、
算
用
奉
行
、
才
府
（
一
六
四
四
）、
返
上
物
宰
領
、

才
府
（
一
六
四
五
）、
算
用
奉
行

①
喜
屋
武
間
切
山
城
（
一
六
二
六
、

下
賜
）、
②
真
和
志
間
切
真
喜
志

（
一
六
四
二
、
転
補
）

『
那
覇
市
史
』
那
覇
・

泊
系
七
六
八
頁

７

習
承
烈

那
覇
系

・
花
当
、大
下
司
主
部
、与
力
、那
覇
御
蔵
大
筆
者
、那
覇
脇
筆
者
、那
覇
大
筆
者
、

久
米
代
官
、
官
舎
（
一
六
四
三
）、
才
府
（
一
六
四
四
）、
八
重
山
島
在
番

①
具
志
川
間
切
外
間
（
一
六
三
八
、
名

島
）、②
具
志
川
間
切
天
願（
一
六
四
一
、

下
賜
）、
③
久
米
具
志
川
間
切
惣
地
頭

（
一
六
四
四
、
転
任
）、
④
知
念
間
切
知

名
（
一
六
五
九
、
転
任
）、
⑤
摩
文
仁

間
切
小
渡
（
一
六
七
四
、
転
任
）

『
習
姓
家
譜
大
宗
』（
小

嶺
家
）

８

梅
有
蕡

那
覇
系

・
脇
筆
者
（
一
六
三
八
）、
脇
筆
者
（
一
六
三
九
）、
唐
船
作
事
筆
者
、
官
舎

（
一
六
四
四
）、
御
船
手
大
屋
子
、
仕
上
世
座
大
屋
子
、
才
府
（
一
六
五
四
）、

船
奉
行
、
上
国
、
砂
糖
座
大
屋
子
、
仕
上
世
座
大
屋
子
、
御
物
城

①
読
谷
山
間
切
長
濱
（
一
六
五
九
、
下

賜
）

『
那
覇
市
史
』
那
覇
・

泊
系
四
〇
八
頁
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９

祖
世
豪

那
覇
系

・
唐
船
改
奉
行
筆
者
、
貝
摺
奉
行
筆
者
、
大
和
御
物
芭
蕉
当
筆
者
、
同
當
、
那

覇
御
蔵
大
屋
子
、
才
府
（
一
六
六
三
）、
宮
古
八
重
山
両
島
船
改
大
屋
子
、
久

米
方
代
官
、
宮
古
八
重
山
両
島
船
改
奉
行
、
久
米
方
代
官
主

①
真
和
志
間
切
具
志
堅
（
一
六
五
六
、

名
島
）

『
那
覇
市
史
』
那
覇
・

泊
系
三
四
〇
頁

10

伊
良
顯

首
里
系

・
銭
御
蔵
主
部
、
御
物
奉
行
筆
者
、
今
帰
仁
代
官
筆
者
、
御
手
判
書
、
与
力
、

上
国
（
与
力
）、
東
代
官
、
金
御
蔵
大
屋
子
、
上
国
（
使
者
）、
御
物
奉
行
筆
者
、

銭
御
蔵
大
屋
子
、
与
力
、
越
来
代
官
、
大
台
所
大
屋
子
、
上
国
（
附
衆
）、
銭

大
蔵
大
屋
子
、
真
和
志
平
等
大
屋
子
、
金
御
蔵
大
屋
子
、
上
国
（
宰
領
）、
山

奉
行
、
鍛
冶
奉
行
、
仕
明
奉
行
、
大
親
、
高
奉
行
、
大
親
、
高
奉
行
、
修
補
奉
行
、

国
頭
方
代
官
主
取
、
大
親
、
高
奉
行
、
地
下
旅
（
相
附
）、
造
道
並
築
石
の
奉
行
、

造
矼
の
副
奉
行
、
才
府
（
一
六
八
〇
）

①
越
来
間
切
糸
満（
一
六
五
九
、下
賜
）、

②
高
嶺
間
切
仮
惣
地
頭
（
一
六
五
九
、

任
）、
③
兼
城
間
切
仮
惣
地
頭

（
一
六
七
二
、
任
）、
④
伊
平
屋
島
惣
地

頭
（
一
六
七
九
、
転
任
）、
⑤
摩
文
仁

間
切
石
原
（
一
六
八
七
、
転
任
）、
⑥

伊
平
屋
島
惣
地
頭
（
一
六
九
一
、転
任
）

『
那
覇
市
史
』
首
里
系

三
一
頁

11

朱
永
安

首
里
系

・
小
赤
頭
、
米
御
蔵
主
部
、
与
力
、
東
代
官
、
与
力
、
御
物
奉
行
筆
者
、
島
尻

方
代
官
筆
者
、
大
台
所
大
屋
子
、
中
頭
方
代
官
筆
者
、
与
力
、
金
御
蔵
大
屋
子
、

謝
国
富
勢
頭
、
大
親
、
宮
城
矼
改
成
矼
之
時
奉
行
、
才
府
（
一
六
八
二
）、
島

尻
方
代
官
主
取
、
大
親

①
今
帰
仁
間
切
親
泊
（
一
六
六
九
、
名

島
）、
②
佐
敷
間
切
名
幸
（
一
六
七
四
、

下
賜
）、③
名
護
間
切
喜
瀬（
一
六
八
一
、

転
任
）

『
朱
姓
家
譜
支
流
』（
喜

瀬
家
）

12

武
国
翰

首
里
系

・
御
物
奉
行
筆
者
、
越
来
代
官
、
浦
添
代
官
、
上
国
、
島
尻
方
代
官
、
御
物
奉

行
筆
者
、
評
定
所
筆
者
、
琉
仮
屋
倉
役
、
中
頭
方
代
官
主
取
、
仮
田
地
奉
行
、

大
親
、御
物
奉
行
帳
主
取
、評
価
主
取
、評
価
御
買
物
宰
領
、仕
上
世
座
大
屋
子
、

国
頭
方
代
官
主
取
、
高
奉
行
、
才
府
（
一
六
八
八
）、
返
上
物
宰
領
、
木
奉
行
、

算
用
奉
行
、
高
奉
行
、
大
親
三
度

①
大
里
間
切
真
境
名
（
一
六
七
四
、
下

賜
）

『
武
姓
家
譜
支
流
』（
真

栄
田
家
）

1（

翁
自
道

首
里
系

・
小
赤
頭
、
中
城
御
殿
小
赤
頭
、
御
書
院
御
物
当
、
上
国
、
米
御
倉
大
屋
子
、

御
書
院
御
物
当
、
高
奉
行
、
大
親
、
上
国
、
螺
赤
頭
奉
行
、
高
奉
行
、
大
親
、

才
府
（
一
六
九
四
）、
返
上
物
宰
領
、
才
府
（
一
六
九
六
）、
返
上
物
宰
領
、
御

物
奉
行
方
吟
味
、
大
親
、
御
物
奉
行
、
大
親
、
御
鎖
之
側
、
御
物
奉
行
、
大
親

上
国
、
山
奉
行
、
大
親
、
西
之
平
等
大
与
頭
、
大
親
、
御
葬
礼
奉
行
、
上
国
、

大
親
三
度
、
三
司
官
、
大
親
二
度
、
上
国

①
具
志
川
間
切
江
洲
（
一
六
八
七
、
下

賜
）、
②
西
原
間
切
棚
原
（
一
六
九
八
、

転
任
）、
③
東
風
平
間
切
富
盛

（
一
七
〇
三
、
転
任
）

『
那
覇
市
史
』
首
里
系

八
二
頁

1（

毛
文
傑

首
里
系

・
小
赤
頭
二
度
、
上
国
、
螺
赤
頭
奉
行
、
砂
糖
座
主
取
、
高
奉
行
、
才
府

（
一
六
九
九
）、
返
上
物
宰
領
、
御
材
木
奉
行
、
才
府
（
一
七
〇
二
）、
山
奉
行
、

御
物
奉
行
吟
味
、
大
親
、
楷
船
作
事
奉
行
、
大
親
、
那
覇
里
主
、
日
帳
主
取
、

御
物
奉
行
、
唐
船
作
事
奉
行
、
総
横
目
、
高
奉
行
、
上
国
、
大
親
、
御
書
院
親

方

①
中
城
間
切
添
石（
一
六
九
八
、下
賜
）、

②
高
嶺
間
切
与
座（
一
七
〇
四
、転
任
）、

③
真
和
志
間
切
安
里
（
一
七
一
二
、
転

任
）

『
毛
姓
家
譜
支
流
』（
安

里
家
）
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15

阿
天
秩

首
里
系

・
小
赤
頭
、御
小
姓
、下
庫
理
若
里
之
子
、御
書
院
御
物
当
、同
当
、九
州
之
花
頭
、

砂
糖
座
主
取
、
山
奉
行
、
大
親
二
度
、
高
奉
行
、
木
奉
行
、
才
府
（
一
七
〇
六
）、

返
上
物
宰
領
、
高
奉
行
、
大
親
、
申
口
方
吟
味
、
上
国
、
崇
元
寺
修
補
奉
行
、

水
損
修
補
奉
行
、
座
楽
稽
古
奉
行
、
大
親
、
高
奉
行
、
普
請
奉
行
、
寺
社
奉
行
、

御
法
事
奉
行
、
上
国
、
真
和
志
平
等
大
与
頭

①
小
禄
間
切
安
次
嶺
（
一
六
八
五
、
下

賜
）、②
大
里
間
切
南
風
原（
一
七
〇
二
、

転
任
）

『
那
覇
市
史
』
首
里
系

一
六
頁

1（

毛
有
倫

首
里
系

・
小
赤
頭
、
下
庫
理
里
之
子
、
御
書
院
御
小
姓
、
御
書
院
御
物
当
、
当
、
上
国
、

木
奉
行
、渡
唐
船
検
者
、高
奉
行
、上
国
、高
奉
行
、貝
摺
奉
行
兼
大
親
、高
奉
行
、

才
府
（
一
七
〇
七
）、
返
上
物
宰
領
、
瓦
奉
行
、
高
奉
行
、
検
見
、
那
覇
里
主
、

申
口
方
吟
味
、
御
物
奉
行
方
吟
味
、
平
等
之
側
、
御
双
紙
庫
理
、
上
国
、
総
横

目
、
大
親
、
鳩
目
銭
取
納
奉
行

①
名
護
間
切
松
堂
（
一
六
八
四
、
下

賜
）、
②
久
米
仲
里
間
切
真
謝
惣
地
頭

（
一
六
九
五
、
転
授
）、
③
久
志
間
切
慶

佐
次
（
一
六
九
九
、
転
授
）、
④
西
原

間
切
安
室
（
一
七
〇
九
、
転
授
）、
④

西
原
間
切
棚
原
（
一
七
一
二
、
転
授
）

『
毛
姓
家
譜
支
流
』（
松

田
家
）

1（

麻
世
忠

首
里
系

・
御
道
具
当
主
部
、
大
台
所
主
部
、
同
脇
筆
者
、
同
大
筆
者
、
御
物
奉
行
方
帳

當
座
仮
筆
者
、
同
筆
者
、
漂
着
人
差
引
、
脇
筆
者
（
一
七
一
九
）、
上
国
、
御

船
手
大
屋
子
、
大
筆
者
（
一
七
二
四
）、
返
上
物
宰
領
、
給
地
御
蔵
大
屋
子
、

上
国
、
請
地
方
代
官
、
琉
仮
屋
倉
廋
使
、
山
奉
行
、
御
物
奉
行
帳
主
取
、
大
親
、

才
府
（
一
七
三
八
）、
返
上
物
宰
領
、
高
奉
行
、
検
者
、
御
用
意
方
中
取
、
専

掌
日
用
之
中
取
、
大
与
奉
行
、
大
親
、
総
与
頭
、
寺
社
奉
行
、
勘
定
奉
行

①
恩
納
間
切
真
栄
田
（
一
七
二
九
、
下

賜
）、②
大
里
間
切
真
境
名（
一
七
三
七
、

転
任
）

『
那
覇
市
史
』
首
里
系

六
二
九
頁

1（

毛
朝
観

首
里
系

・
小
赤
頭
、
御
小
姓
、
上
国
二
度
、
御
書
院
小
姓
、
寺
社
中
取
、
仮
寺
社
中
取

三
度
、
御
系
図
中
取
、
貝
摺
奉
行
、
御
船
手
奉
行
、
普
請
奉
行
、
大
親
、
才
府

（
一
七
四
〇
）、
返
上
物
宰
領
、
普
請
奉
行
、
御
書
院
当
、
日
帳
主
取
、
泊
地
頭
、

御
双
紙
庫
理
、
勘
定
奉
行
、
総
与
頭
、
御
物
奉
行
、
御
作
事
奉
行
、
御
婚
礼
主

取
、
御
作
事
奉
行
、
総
与
頭

①
金
武
間
切
松
田（
一
七
四
四
、下
賜
）、

②
西
原
間
切
内
間
（
一
七
四
六
、継
承
）

『
那
覇
市
史
』
首
里
系

七
九
三
頁

1（

麻
世
思

首
里
系

・
御
道
具
主
部
、
大
台
所
主
部
、
同
脇
筆
者
、
仕
上
世
座
筆
者
、
御
物
奉
行

帳
當
座
仮
筆
者
、
同
筆
者
、
脇
筆
者
（
一
七
二
六
）、
御
船
手
大
屋
子
、
督
造

貢
船
筆
者
、
上
国
、
仕
上
世
座
大
屋
子
途
中
交
代
、
大
筆
者
（
一
七
三
二
）、

返
上
物
宰
領
、
銭
御
蔵
大
屋
子
、
御
物
奉
行
方
筆
者
、
同
帳
主
取
、
官
舎

（
一
七
四
〇
）、
大
与
中
取
、
大
親
、
琉
仮
屋
倉
廋
使
、
倹
約
諸
事
中
取
、
取
納

奉
行
、
大
親
、
倉
廋
使
、
才
府
（
一
七
五
〇
）、
返
上
物
宰
領
、
御
船
手
奉
行
、

大
親
、
御
物
奉
行
方
帳
主
取
、
評
価
主
取
、
御
物
奉
行
方
帳
主
取
、
大
親
、
御

所
帯
併
琉
御
蔵
御
賦
調
部
主
取
、
総
考
倹
約
中
取
、
勘
定
奉
行

①
今
帰
仁
間
切
上
運
天
（
一
七
四
七
、

下
賜
）、
②
越
来
間
切
諸
見
里

（
一
七
五
四
、
転
授
）

『
那
覇
市
史
』
首
里
系

六
四
九
頁
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20

麻
世
懋

首
里
系

・
御
道
具
主
部
、大
台
所
主
部
、同
脇
筆
者
、仕
上
世
座
筆
者
、同
大
屋
子
二
度
、

大
台
所
大
屋
子
、
御
茶
屋
筆
者
、
銭
御
蔵
大
屋
子
、
大
御
支
配
方
筆
者
、
御
船

手
主
取
、
米
御
蔵
大
屋
子
、
小
禄
間
切
検
者
、
御
物
奉
行
方
給
地
中
取
、
大
親
、

御
船
手
主
取
、官
舎
（
一
七
五
一
）、琉
仮
屋
倉
廋
使
、御
船
手
主
取
、勘
定
奉
行
、

才
府
（
一
七
五
七
）、
返
上
物
宰
領
、
取
納
奉
行
、
砂
糖
奉
行

①
金
武
間
切
佐
久
本
（
一
七
五
三
、
名

島
）、
②
中
城
間
切
渡
口
（
一
七
五
九
、

下
賜
）

『
那
覇
市
史
』
首
里
系

六
六
六
頁

21

向
宏
業

首
里
系

・
寺
社
中
取
、
砂
糖
奉
行
、
大
親
、
取
納
奉
行
、
高
奉
行
、
上
国
、
大
親
、
上

国
、
高
奉
行
、
宮
古
島
在
番
、
船
手
奉
行
、
才
府
（
一
七
八
二
）、
返
上
物
宰
領
、

御
書
院
当
、
給
地
方
吟
味
、
進
貢
船
修
補
奉
行
、
西
之
平
等
惣
与
頭
、
上
国
、

泊
地
頭
、
寺
社
奉
行
二
度
、
西
之
平
等
学
校
奉
行

①
宜
野
湾
間
切
伊
佐
（
一
七
八
六
、
下

賜
）、
②
高
嶺
間
切
与
座
（
一
七
九
三
、

転
任
）

『
向
姓
家
譜
支
流
』（
与

座
家
）

22

毛
士
英

首
里
系

・
国
学
所
筆
者
、冠
船
総
横
目
方
筆
者
、豊
見
城
間
切
検
者
、御
評
定
所
足
筆
者
、

同
寄
筆
者
、同
筆
者
相
附
、同
筆
者
、脇
筆
者
（
一
八
二
五
）、南
風
之
平
等
師
匠
、

上
国
、
諸
事
取
責
中
取
、
江
戸
旅
方
蔵
役
、
評
定
所
例
寄
主
取
、
御
葬
礼
中
取
、

大
親
、
江
戸
立
御
入
料
賦
調
部
方
係
、
官
舎
（
一
八
三
七
）、
評
定
所
筆
者
主
取
、

才
府
（
一
八
四
一
）、
返
上
物
宰
領
、
評
定
所
筆
者
足
主
取
、
砂
糖
奉
行
、
諸

事
取
責
中
取

①
大
里
間
切
真
境
名
（
一
八
四
六
、
下

賜
）

『
毛
姓
家
譜
支
流
』（
美

里
家
）

2（

東
順
法

首
里
系

・
国
学
筆
者
、
平
等
所
大
屋
子
見
習
、
協
弁
通
事
、
平
等
所
大
屋
子
足
、
同
大

屋
子
、
協
弁
通
事
、
科
律
編
修
、
脇
筆
者
（
一
八
三
一
）、
平
等
所
加
勢
大
屋

子
、
大
親
、
糺
華
人
債
中
取
、
御
近
習
相
附
、
平
等
所
大
屋
子
主
取
、
官
舎

（
一
八
四
四
）、
御
近
習
、
才
府
（
一
八
五
一
）、
返
上
物
宰
領
、
宮
古
八
重
山

御
検
使
相
附
、
御
所
帯
係
、
檄
示
刑
法
条
目
主
裁
、
南
風
之
平
等
学
校
奉
行
、

勘
定
奉
行
、
大
親
、
南
風
之
平
等
惣
横
目

①
具
志
頭
間
切
与
座
（
一
八
五
三
、
下

賜
）

『
那
覇
市
史
』
首
里
系

四
八
六
頁

2（

詹
光
國

首
里
系

・
仮
与
力
、
与
力
、
御
物
奉
行
方
足
筆
者
、
同
仮
筆
者
、
同
相
付
筆
者
、
同
筆

者
、
北
京
大
筆
者
（
一
八
五
〇
）、
上
国
、
下
知
役
、
上
国
、
勘
定
奉
行
、
官

舎
（
一
八
六
二
）、
産
物
方
御
用
係
、
御
所
帯
御
賦
調
部
係
、
評
価
主
取
、
評

定
所
御
内
用
係
、
上
国
（
江
戸
蔵
役
＊
江
戸
立
年
延
）、
才
府
（
一
八
六
五
）、

返
上
物
宰
領
、
御
所
帯
唐
御
買
物
部
銀
増
銀
心
附
銀
調
部
係
、
御
内
用
係
、
御

評
定
所
御
内
用
係

『
那
覇
市
史
』
首
里
系

四
〇
三
頁

【
凡
例
】

＊
本
表
は
那
覇
市
企
画
部
市
史
編
集
室
編
『
那
覇
市
史
』（
資
料
編
第
１
巻
５
～
８
、
家
譜
資
料
（
一
）
～
（
四
）、
那
覇
市
役
所
、
一
九
七
六
～
八
三
）
お
よ
び
沖
縄
県
教
育
庁

文
化
財
課
編
『
沖
縄
の
家
譜
』（
沖
縄
県
教
育
委
員
会
、
一
九
八
九
）
で
確
認
さ
れ
て
い
る
諸
「
家
譜
」（
那
覇
市
歴
史
博
物
館
所
蔵
）
か
ら
一
六
〇
九
年
以
降
に
才
府
に
就
任

し
た
事
例
を
抜
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

＊
諸
『
家
譜
』
中
に
記
さ
れ
た
才
府
就
任
者
の
中
か
ら
在
職
中
に
客
死
・
遭
難
・
途
中
辞
任
し
た
者
、
才
府
就
任
以
前
に
地
頭
所
を
継
承
し
た
者
を
除
い
た
も
の
で
あ
る
。

＊
渡
唐
役
お
よ
び
地
頭
所
の
項
に
の
み
西
暦
を
付
し
地
頭
所
を
新
規
に
与
え
ら
れ
た
場
合
は
「
下
賜
」・
継
い
だ
場
合
は
「
継
承
」・
繰
り
替
え
と
な
っ
た
場
合
は
家
譜
の
記
載
に

従
い
「
任
」「
転
授
」「
転
任
」「
繰
転
」
を
付
し
た
。
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表
中
に
お
い
て
才
府
を
勤
め
た
後
に
新
た
に
地
頭
所
が
下
賜
さ
れ
た
事
例
は
、
一
七
四
〇
年
に
才
府
に
就
任
し

一
七
四
四
年
に
金
武
間
切
松
田
村
を
下
賜
さ
れ
た
毛
朝
観
（
№
1（
）
を
嚆
矢
と
し
、一
七
五
七
年
の
麻
世
懋
（
一
七
五
九

年
に
中
城
間
切
渡
口
村
下
賜
）、
一
七
八
二
年
の
向
宏
業
（
№
20
、
一
七
八
六
年
に
宜
野
湾
間
切
伊
佐
村
下
賜
）、

一
八
四
一
年
の
毛
士
英
（
№
22
、
一
八
四
六
年
に
大
里
間
切
真
境
名
村
下
賜
）、
一
八
五
一
年
の
東
順
法
（
№
2（
、

一
八
五
三
年
に
具
志
頭
間
切
与
座
村
下
賜
）
と
継
続
的
に
適
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
久
米
村
で
「
二
度

大
通
事
」
就
任
と
地
頭
所
下
賜
が
連
動
し
始
め
た
一
七
三
〇
年
代
以
降
の
例
は
八
件
で
、
そ
の
内
の
一
件
は
地
頭
所
下

賜
が
延
引
し
て
い
た
詹
光
国
の
例
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
才
府
を
勤
め
た
後
に
地
頭
所
を
下
賜
す
る
と
い
う
慣

例
は
、
一
八
世
紀
前
半
、
事
例
的
に
は
一
七
四
〇
年
代
頃
を
境
に
確
認
で
き
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

　

一
方
、
一
七
四
〇
年
代
以
前
に
同
様
の
慣
例
が
存
在
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
事
例
上
は
っ
き
り
と
し
な
い
。
そ
れ

は
今
回
抽
出
し
た
一
七
世
紀
の
事
例
の
多
く
が
、
才
府
就
任
以
前
に
相
続
と
は
別
に
地
頭
所
を
下
賜
さ
れ
て
お
り
、
才

府
と
の
関
係
に
絞
っ
た
検
討
に
は
限
界
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
全
体
像
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
他
の
役
職
と
地
頭
所

の
関
係
、
異
な
る
論
理
に
よ
る
地
頭
所
下
賜
の
可
能
性
に
つ
い
て
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
才
府
に
絞
っ

て
抽
出
し
た
事
例
か
ら
帰
納
法
的
に
地
頭
所
と
の
関
係
を
検
討
す
る
の
は
、
少
な
く
と
も
一
七
世
紀
以
前
に
つ
い
て
は

慎
重
な
判
断
が
必
要
で
あ
る
。

　

た
だ
し
一
六
六
三
年
に
才
府
に
就
任
し
た
祖
世
豪
（
№
９
）
は
康
熙
一
八
（
一
六
七
九
）
年
に
亡
く
な
る
ま
で
地
頭

所
を
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
同
じ
く
一
六
一
五
・
二
一
・
二
三
年
に
才
府
に
就
任
し
た
虞
世
禄
（
№
２
）
も
亡
く
な
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る
ま
で
地
頭
所
を
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
を
鑑
み
れ
ば
、
才
府
と
地
頭
所
下
賜
の
関
係
は
、
一
七
世
紀
以

前
に
遡
る
と
は
考
え
に
く
い
。「
二
度
大
通
事
」
を
基
準
と
し
た
久
米
村
士
で
は
一
七
一
二
年
の
陳
其
湘
を
嚆
矢
に
一

貫
し
た
適
用
が
一
七
三
〇
年
代
以
降
に
確
認
さ
れ
て
お
り
、
特
定
の
渡
唐
役
（
才
府
・
二
度
大
通
事
）
を
基
準
と
し
た

地
頭
所
分
配
の
仕
組
み
は
、
事
例
的
に
は
一
七
四
〇
年
代
頃
か
ら
、
概
ね
一
八
世
紀
前
半
を
契
機
に
確
立
し
た
と
捉
え

る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
ひ
と
ま
ず
一
定
の
功
績
を
積
み
上
げ
た
後
に
才
府
へ
就
任
し
、
船
間
の
分
配
を
通
じ
て
個
々

の
士
が
進
貢
貿
易
に
参
加
す
る
の
み
な
ら
ず
、
地
頭
所
も
与
え
ら
れ
る
と
い
う
一
連
の
制
度
は
一
八
世
紀
前
半
頃
に
確

立
し
た
可
能
性
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

二
、
功
績
評
価
の
基
準
と
し
て
の
才
府

　
（
一
）「
僉
議
」
に
お
け
る
功
績
処
遇
問
題

　
「
最
上
の
立
身
役
」
と
さ
れ
た
才
府
は
、
進
貢
貿
易
へ
の
参
加
お
よ
び
地
頭
所
下
賜
な
ど
と
直
結
し
、
そ
の
就
任
を

め
ぐ
っ
て
は
熾
烈
な
競
争
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
よ
う
に
国
政
の
重
要
事
項
を
協
議
し
た
表
十
五
人
に

よ
る
審
議
記
録
「
僉
議
」
に
は
、
才
府
就
任
希
望
者
へ
の
処
遇
問
題
が
た
び
た
び
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
（【
表
２
】）（

（1
（

。

現
在
公
開
さ
れ
て
い
る
閲
覧
可
能
な
尚
家
文
書
中
の
「
僉
議
」
は
一
八
二
八
年
以
降
の
も
の
に
限
定
さ
れ
、
内
容
が
未

整
理
の
「
僉
議
」（
尚
家
文
書
四
四
八
・
四
四
九
号
文
書
）
を
除
外
し
、
重
複
す
る
案
件
を
除
け
ば
七
七
件
で
あ
る
。
そ
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の
内
四
件
が
才
府
希
望
者
へ
の
処
遇
問
題
を
取
り
扱
っ
た
も
の
と
な
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
他
役
に
関
す
る
協
議
が
ほ

ぼ
見
い
だ
さ
れ
な
い
の
に
対
し
、
才
府
役
に
つ
い
て
は
何
度
も
協
議
対
象
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
事
例
を
も
と
に

奉
公
へ
の
対
価
と
な
っ
て
い
た
才
府
が
、
近
世
琉
球
の
国
家
運
営
の
問
題
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
た
の
か
見
て
み

る
こ
と
と
し
た
い
。
以
下
、
と
り
あ
げ
る
一
～
四
の
案
件
の
内
、
ま
ず
は
一
・
三
・
四
の
案
件
に
つ
い
て
検
討
を
行
う

（
（1
（

。

【
案
件
１
】
道
光
一
六
（
一
八
三
六
）
年
の
城
田
親
雲
上
へ
の
処
遇
問
題

　
「
僉
議
」
は
、
既
存
の
規
定
や
先
例
だ
け
で
は
対
処
で
き
な
い
案
件
が
発
生
し
た
際
、
摂
政
・
三
司
官
の
諮
問
に
従
っ

て
表
十
五
人
（
下
之
御
座
）
が
答
申
し
、
そ
れ
を
も
と
に
国
王
の
裁
可
を
得
る
と
い
う
一
連
の
過
程
が
分
か
る
文
書
で

あ
る
。

　
【
案
件
１
】
の
冒
頭
に
は
「
給
地
中
取
城
田
親
雲
上
事
、
當
歳
六
拾
九
罷
成
漸
々
根
氣
相
衰
勤
職
難
叶
候
間
、
役
儀

御
免
被
仰
付
度
旨
願
出
有
之
、
依
之
御
付
届
之
儀
何
様
被
仰
付
可
然
哉
」
と
あ
り
、
給
地
中
取
（
知
行
・
役
知
を
管

理
）
で
あ
っ
た
城
田
親
雲
上
が
高
齢
（
六
九
歳
）
を
理
由
に
退
職
を
願
い
出
た
こ
と
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
処
遇
（
報

酬
）
す
べ
き
か
が
協
議
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
本
案
件
が
こ
と
さ
ら
に
審
議
を
必
要
と
し
た
の
は
、
城
田
が
二
年
前

（
一
八
三
四
年
）
に
才
府
役
へ
の
就
任
を
願
い
出
た
も
の
の
「
功
重
之
者
」（
功
績
著
し
い
者
）
が
多
く
就
任
す
る
こ
と

が
で
き
ず
、
取
り
か
か
っ
て
い
た
任
務
も
あ
っ
て
心
附
役
な
ど
へ
の
転
役
を
認
め
な
い
ま
ま
給
地
中
取
で
の
勤
続
を
命

じ
た
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た

（
（1
（

。
表
十
五
人
は
、
才
府
に
就
任
で
き
る
だ
け
の
功
績
を
積
み
な
が
ら
願
い
が
叶
わ
な
か
っ
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た
こ
と
を
不
憫
（「
不
便
之
次
第
」）
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　

城
田
は
、
真
蒲
戸
金
王
子
御
守
役
（
尚
哲
三
男
の
尚
洽
）
を
皮

切
り
に
尚
哲
・
尚
温
の
御
側
仕
筆
者
を
二
度
、
申
口
方
筆
者
足
を

勤
め
、
続
く
冠
船
方
足
筆
者
の
際
に
は
仕
立
て
道
具
の
経
費
削
減

に
功
が
あ
り
褒
美
状
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
御
近
習
相
附

を
経
て
定
役
で
あ
る
御
近
習
役
、
さ
ら
に
御
物
奉
行
方
帳
主
取
を

兼
務
し
な
が
ら
御
用
意
中
取
、
渡
唐
役
で
あ
る
官
舎
を
経
て
再
び

給
地
中
取
に
就
任
す
る
な
ど
、
王
府
の
実
務
官
僚
と
し
て
要
職
を

歴
任
し
て
い
た
。
城
田
の
働
き
が
優
れ
て
い
た
こ
と
、
御
用
意
中

取
で
の
勤
務
を
続
け
さ
せ
た
こ
と
を
理
由
に
相
応
の
処
遇
が
必
要

で
あ
る
と
の
認
識
（「
相
當
之
御
付
届
無
御
座
候
而
不
叶
儀
」）
を

示
し
て
い
る
。

　

表
十
五
人
た
ち
は
、
定
年
を
七
〇
歳
と
す
る
中
で
才
府
役
へ
の

就
任
を
再
度
願
い
出
る
機
会（「
最
早
歳
茂
七
拾
爲
寄
詰
事
ニ
而
」）

も
な
く
働
い
て
き
た
こ
と
、
こ
れ
ま
で
の
功
績
と
御
用
意
中
取
在

任
時
に
帳
主
取
を
兼
務
し
て
抜
き
ん
で
た
功
績
が
あ
っ
た
こ
と
を

文書番号 収録年代 丁数 案件 才府に関る案件 備考

（（（ 号 1（2（ ～ 5（ 年 1（（ 丁 （2 件 【案件 1】城田親雲上（1（（（ 年）
【案件 2】祝嶺親雲上（1（（（ 年）

（（（ 号 1（（2 ～ （（ 年 （（（ 丁 ─ 未公開
（（0 号 1（（0 ～ 51 年 （（1 丁 ─ 未公開
（（1 号 1（52 ～ 5（ 年 252 丁 ─ 未公開
（（2 号

1（52 ～ 5（ 年

10（ 丁

2（ 件 （（（ 号と一部重複
（（（ 号 （1 丁 【案件 （】嘉陽親雲上（1（5（ 年）
（（（ 号 （（ 丁
（（5 号 （（ 丁 【案件 （】池原親雲上（1（5（ 年）
（（（ 号 1（5（ ～ （2 年 （50 丁 ─ 未公開
（（（ 号 1（5（ ～ （2 年 22（ 丁 21 件 （（（ 号と一部重複
（（（ 号 1（5（ ～ （5 年 1（（ 丁 1（ 件 案件内容未整理
（（（ 号 1（2（ ～ （5 年 1（（ 丁 1（ 件 案件内容未整理
（50 号 ─ 約 （00 丁 ─ 未公開
（51 号 ─ 約 （50 丁 ─ 未公開

【表 2】尚家文書所収「僉議」の残存状況と「才府並」の案件一覧
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考
慮
し
、「
才
府
並
之
勤
功
御
取
持
」
に
処
す
の
が
適
当
で
は
な
い
か
と
し
た
。
ま
た
、
今
回
の
決
定
が
将
来
的
な
処

遇
の
あ
り
方
に
支
障
と
な
ら
な
い
か
と
の
懸
念
に
つ
い
て
、
主
取
や
中
取
役
は
各
部
署
の
頭
役
（
主
幹
者
）
で
あ
っ
て

重
き
役
職
で
あ
り
、
同
様
の
事
態
が
生
じ
て
も
（
本
例
を
も
っ
て
）
適
切
な
処
遇
が
執
行
さ
れ
れ
ば
、
相
応
し
い
処
置

で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。

　

城
田
に
対
し
下
さ
れ
た
「
才
府
並
之
勤
功
御
取
持
」、
す
な
わ
ち
才
府
に
就
任
で
き
る
ほ
ど
の
功
績
を
挙
げ
た
こ
と

を
認
め
処
遇
す
る
と
の
決
定
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
他
例
も
踏
ま
え
て
後
述
す

る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
国
内
要
職
を
歴
任
し
た
城
田
を
才
府
を
基
準
に
評
価
し
て
い
た
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

【
案
件
３
】
咸
豊
四
（
一
八
五
四
）
年
の
嘉
陽
親
雲
上
の
処
遇
問
題

　

一
八
五
四
年
、
嘉
陽
親
雲
上
は
御
用
意
中
取
（
臨
時
の
物
品
の
用
度
及
び
山
川
を
管
理
）
を
勤
め
て
い
た
が
、
高
齢

（
七
〇
歳
）
と
な
っ
て
出
仕
が
難
し
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
心
附
役
な
ど
へ
の
転
役
を
願
い
出
て
い
た
。
表
十
五
人
は

嘉
陽
の
功
績
に
応
じ
た
処
遇
を
審
議
す
る
こ
と
と
な
り
、
城
田
と
同
様
に
経
歴
や
勤
務
状
況
を
確
認
し
な
が
ら
検
討
を

行
っ
て
い
る
。

　

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
嘉
陽
は
次
の
よ
う
な
経
歴
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
才
府
へ
の
就
任
を
六
七
歳
の
時
に
申
請

し
た
が
叶
わ
ず
、
翌
年
か
ら
御
用
意
中
取
を
三
年
勤
め
て
い
た
。
王
府
へ
の
奉
公
は
三
〇
年
余
と
な
り
、
過
去
に
奉
行

職
六
度
、
近
習
役
や
も
ろ
も
ろ
の
臨
時
職
を
勤
め
、
八
重
山
島
で
の
異
国
船
漂
着
事
件
に
関
す
る
使
者
や
八
重
山
島
在
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番
な
ど
を
歴
任
し
て
い
た
。
二
度
の
八
重
山
派
遣
に
際
し
て
は
抜
群
の
功
績
が
あ
り
、と
も
に
褒
美
状
を
与
え
ら
れ
た
。

嘉
陽
は
、
才
府
就
任
に
十
分
な
功
績
を
持
つ
と
判
断
さ
れ
た
が
、
当
時
「
功
重
之
者
」
が
多
く
本
懐
を
遂
げ
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。

　

さ
ら
に
途
中
で
辞
職
し
た
も
の
の
、
冠
船
方
御
用
意
中
取
（
冠
船
来
航
時
の
臨
時
部
局
の
長
官
）
と
い
う
極
め
て
重

要
な
役
職
を
勤
め
、
後
述
の
よ
う
に
報
酬
と
し
て
紫
冠
（
親
方
の
位
）
や
早
期
の
旅
役
就
任
等
を
与
え
た
先
例
か
ら
、

今
回
の
処
遇
も
考
慮
さ
れ
る
べ
き
と
の
意
見
が
出
さ
れ
た
。
協
議
で
は
、「
御
褒
美
向
」
の
あ
り
方
は
重
要
な
「
御
置
目
」

で
あ
っ
て
支
障
の
出
な
い
よ
う
執
行
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
比
較
と
し
て
城
田
の
事
例
を
引
い
て
年
齢
の

制
限
や
他
と
の
兼
ね
合
い
か
ら
才
府
に
就
任
で
き
な
か
っ
た
共
通
の
事
情
、（
城
田
よ
り
も
）
多
く
の
奉
行
役
や
旅
役
、

冠
船
御
用
意
中
取
な
ど
を
勤
め
た
こ
と
を
も
っ
て
「
才
府
並
」
の
処
遇
と
す
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
か
と
し
た
。

　

城
田
・
嘉
陽
へ
の
協
議
で
は
、
才
府
就
任
が
功
績
上
可
能
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
就
任
で
き
ず
に
い
た
者
へ
適

切
な
報
酬
を
与
え
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
、「
才
府
並
」と
認
定
し
報
い
よ
う
と
す
る
王
府
側
の
姿
勢
が
見
ら
れ
た
。
ま
た
、

嘉
陽
へ
の
判
断
が
城
田
を
先
例
と
し
た
よ
う
に
、
才
府
就
任
に
値
す
る
奉
公
は
協
議
を
重
ね
な
が
ら
定
例
化
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
分
か
る
。

【
案
件
４
】
咸
豊
七
（
一
八
五
七
）
年
の
池
原
親
雲
上
の
処
遇
問
題

　

一
八
五
七
年
、
七
〇
歳
を
迎
え
聞
得
大
君
御
殿
御
物
大
親
（
財
政
担
当
の
家
令
）
の
職
に
あ
っ
た
池
原
親
雲
上
に
つ



2（（

い
て
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
才
府
就
任
が
叶
わ
な
か
っ
た
事
情
が
審
議
の
対
象
と
な
っ
た
。

　

池
原
は
奉
行
職
を
三
度
、（
御
物
奉
行
所
の
）
御
物
座
や
帳
当
座
で
の
用
務
を
二
度
、他
に
も
多
く
の
奉
公
を
こ
な
し
、

下
知
役
を
二
度
勤
め
て
一
度
は
諸
税
の
皆
納
を
達
成
し
て
い
た
。
ま
た
、
官
舎
や
琉
蔵
役
（
鹿
児
島
琉
球
館
の
財
務
担

当
）
な
ど
の
旅
役
も
勤
め
、
才
府
就
任
に
十
分
な
功
績
が
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
才
府
就
任
が
叶
わ
ず
退
職
す
る

こ
と
と
な
っ
た
た
め
、
先
例
と
同
様
に
「
才
府
並
」
の
処
遇
を
与
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
の
意
見
が
出
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。

　

協
議
で
は
城
田
・
嘉
陽
の
例
を
挙
げ
、
池
原
は
先
例
と
同
等
で
旅
役
は
城
田
よ
り
も
一
度
多
く
、
そ
の
中
で
も
琉
蔵

役
は
「
物
入
旅
」（
経
費
負
担
の
大
き
い
旅
役
）
で
あ
る
か
ら
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
た
。
本

件
で
は
、
過
去
の
経
歴
だ
け
で
は
な
く
、
出
費
の
か
さ
む
役
職
（
こ
こ
で
は
琉
蔵
役
）
へ
の
就
任
が
考
慮
さ
れ
た
。
旅

役
に
も
才
府
に
代
表
さ
れ
る
報
酬
給
与
に
つ
な
が
る
も
の
と
、
そ
れ
と
は
逆
に
任
職
者
に
と
っ
て
負
担
の
大
き
な
旅
役

が
あ
り
、
一
概
に
旅
役
が
利
益
を
上
げ
う
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
功
績
を
審
査
す
る
上
で
各
役
の
差
異

が
考
慮
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
（
二
）
功
績
評
価
に
お
け
る
才
府

　

城
田
・
嘉
陽
・
池
原
の
事
例
で
は
共
通
し
て
、
①
才
府
就
任
に
十
分
な
功
績
を
積
み
な
が
ら
就
任
で
き
ず
、
②
定
年

を
理
由
に
心
附
役
な
ど
へ
の
異
動
を
願
い
出
た
た
め
、
③
功
績
を
考
慮
し
「
才
府
並
勤
功
御
取
持
」
と
す
る
と
い
う
議
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論
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
協
議
を
通
じ
て
才
府
に
就
任
可
能
な
功
労
者
へ
適
切
な
報
酬
を
示
そ
う
と
す
る
王

府
側
の
姿
勢
が
見
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
王
府
が
功
労
者
へ
の
適
切
な
報
酬
給
付
に
努
め
よ
う
と
し
て
い
た
背
景
に
は
、
お

お
よ
そ
次
の
よ
う
な
問
題
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

旅
役
と
同
様
に
受
益
職
と
さ
れ
た
「
心
附
役
」
を
説
明
し
た
「
旧
藩
心
附
役
ヘ
預
ル
ヘ
ク
者
共
ヘ
御
下
賜
金
増
加
ノ

儀
ニ
付
再
願
」
に
は
、
王
府
官
人
制
度
に
お
い
て
多
く
の
官
吏
（
現
職
者
）
が
無
給
ま
た
は
薄
給
の
状
態
に
お
か
れ
、

職
務
遂
行
に
か
か
る
少
な
く
な
い
経
費
を
自
ら
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る

（
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（

。

旅
役
も
同
様
に
職
務
へ
従
事
す
る
際
、
一
定
の
公
費
（「
旅
費
・
日
当
」）
は
支
出
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
大
半
は
自
己

負
担
が
求
め
ら
れ
、
任
務
の
円
滑
な
遂
行
は
個
々
の
自
発
的
な
負
担
に
拠
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
勤
職
後
は
心
附
役
や

才
府
と
い
っ
た
報
酬
を
得
る
た
め
の
役
（
受
益
職
）
へ
の
任
命
が
行
わ
れ
、
報
酬
獲
得
を
望
む
士
た
ち
は
、
時
に
借
金

を
重
ね
て
奉
公
を
全
う
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
池
原
の
案
件
に
お
い
て
「
物
入
旅
」
で
あ
る
琉

蔵
役
の
勤
務
経
験
が
考
慮
さ
れ
る
な
ど
、
過
重
な
負
担
と
な
る
役
目
を
勤
め
た
者
を
適
切
に
取
り
扱
お
う
と
し
て
い
た

こ
と
と
整
合
す
る
。

　

自
己
負
担
を
伴
う
奉
公
に
対
し
適
切
な
対
価
を
用
意
す
る
こ
と
は
、
王
府
を
継
続
的
に
運
営
し
て
い
く
上
で
重
要
で

あ
っ
た
。
負
担
の
大
き
な
役
目
へ
の
任
職
が
実
質
的
な
報
酬
給
付
に
先
行
す
る
中
で
、
十
分
な
功
績
を
持
ち
な
が
ら
才

府
就
任
が
叶
わ
な
か
っ
た
者
を
適
切
に
取
り
扱
う
こ
と
は
、
王
府
官
人
制
度
を
維
持
し
て
い
く
上
で
重
要
な
問
題
で

あ
っ
た
。
僉
議
を
通
じ
て
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
奉
公
に
対
し
報
酬
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
へ
の
信
頼
感
は
、
施
策
の
実
施
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を
安
定
的
に
進
め
る
上
で
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
特
に
ほ
と
ん
ど
俸
給
を
得
ら
れ
な
い
中
下
級
士
族
に
と
っ
て

二
・
三
〇
年
の
奉
公
を
経
て
与
え
ら
れ
る
才
府
は
、
重
要
な
位
置
を
占
め
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
り
才
府
が
繰
り
返
し
協

議
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
才
府
は
、
近
世
琉
球
の
運
営
に
と
っ
て
広
範
な
奉
公
を
評
価
す
る
要
と
も
な
っ
て
い
た
。
一
般
に
才
府
は
評

定
所
や
物
奉
行
所
、
申
口
方
な
ど
に
置
か
れ
た
定
役
で
の
十
数
年
に
お
よ
ぶ
奉
公
を
経
て
選
出
さ
れ
て
い
た
が
、
先
に

挙
げ
た
真
栄
城
等
の
上
申
書
で
は
、
才
府
へ
の
昇
進
方
法
に
「
無
據
役
務
」（
比
類
な
き
働
き
）
に
よ
る
こ
と
も
挙
げ

ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
【
案
件
３
】
に
お
い
て
言
及
さ
れ
た
冠
船
来
航
時
に
設
け
ら
れ
る
冠
船
方
御
用
意
中
取
な
ど
の

臨
時
的
な
役
職
（
同
職
に
つ
い
て
は
後
述
）
が
あ
た
る
と
見
ら
れ
、
一
七
八
六
年
に
渡
口
親
雲
上
真
英
（
麻
陳
常
）
が

任
じ
ら
れ
た
下
知
役
な
ど
も
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
麻
姓
家
譜
』（
一
七
八
六
年
の
条
）
に
よ
れ
ば
、
一
七
八
四
～
八
五
年
の
大
規
模
な
災
害
に
よ
っ
て
越
来
間
切
が
極

度
に
疲
弊
し
た
た
め
、
そ
の
立
て
直
し
の
責
任
者
と
し
て
下
知
役
が
派
遣
さ
れ
た

（
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（

。
同
「
覚
」
で
は
下
知
役
に
よ
る
間

切
立
て
直
し
と
引
き
換
え
に
旅
役
就
任
を
認
め
れ
ば
、
職
務
の
確
実
な
実
行
が
促
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
趣
旨
を

記
し
て
い
る
。
一
七
九
一
年
に
出
さ
れ
た
「
覚
」
で
は
、
渡
口
が
質
入
れ
と
な
っ
て
い
た
田
畠
の
買
い
戻
し
、
人
足
の

雇
用
、
牛
馬
を
購
入
し
村
々
へ
あ
て
が
う
こ
と
で
復
興
が
進
み
、
前
年
か
ら
上
納
物
の
皆
納
、
未
進
物
の
完
済
に
目
途

が
立
ち
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
渡
口
は
、「
才
府
並
之
勲
功
御
取
持
」
を
認
め
ら
れ
た
い
と
上
申
し
、許
可
さ
れ
た
。

疲
弊
し
た
間
切
の
立
て
直
し
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
っ
た
当
時
、
そ
の
解
決
を
担
っ
た
下
知
役
が
比
類
な
き
働
き
と
み
な
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さ
れ
、「
才
府
」
を
基
準
に
評
価
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
王
府
官
人
制
度
に
お
け
る
常
設
の
役
職
（
定
役
な
ど
）
だ
け
で
な
く
、
直
面
す
る
課
題
に
応
じ
特
設
さ

れ
た
役
職
（
冠
船
方
御
用
意
中
取
や
下
知
役
と
い
っ
た
臨
時
職
な
ど
）
も
「
才
府
」
を
通
じ
て
官
人
制
度
の
中
に
位
置

づ
け
ら
れ
た
。
本
来
交
易
を
担
う
渡
唐
役
の
才
府
が
、
功
績
を
評
価
す
る
際
の
基
準
と
し
て
機
能
し
、
近
世
琉
球
の
運

営
に
必
要
な
幅
広
い
奉
公
を
支
え
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

三
、
王
府
官
人
制
度
の
中
の
才
府
と
国
家
運
営

　
（
一
）
道
光
一
六
（
一
八
三
六
）
年
の
祝
嶺
親
雲
上
と
「
才
府
並
」
の
処
遇

　

先
に
検
討
し
た
城
田
親
雲
上
の
案
件
と
同
じ
道
光
一
六
（
一
八
三
六
）
年
に
は
、
祝
嶺
親
雲
上
に
つ
い
て
の
協
議
が

行
わ
れ
て
い
た
。
本
件
も
他
と
同
様
に
「
才
府
並
」
の
処
遇
に
か
か
わ
る
問
題
が
審
議
さ
れ
た
。
祝
嶺
は
す
で
に
御
物

奉
行
帳
主
取
職
な
ど
を
勤
め
、「
才
府
並
」
の
功
績
に
よ
っ
て
申
口
座
（
位
階
）
を
叙
さ
れ
、
そ
の
後
、
新
た
に
冠
船

方
御
用
意
中
取
を
勤
め
て
お
り
、
ど
の
よ
う
な
処
遇
が
適
当
で
あ
る
か
が
問
わ
れ
た
。
審
議
を
委
ね
ら
れ
た
表
十
五
人

は
、
過
去
三
回
の
先
例
を
持
ち
だ
し
て
方
策
を
検
討
し
た
が
、
以
前
と
は
異
な
る
状
況
も
多
く
、
先
例
を
踏
襲
す
る
だ

け
で
は
問
題
を
解
決
で
き
な
い
で
い
た
。

　

先
例
に
よ
る
と
乾
隆
二
一
（
一
七
五
六
）
年
の
尚
穆
王
冊
封
時
に
冠
船
方
御
用
意
中
取
を
勤
め
た
祢
覇
親
雲
上
・
渡
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慶
次
親
雲
上
へ
の
「
御
褒
賞
向
」
は
、
す
で
に
両
者
が
才
府
を
勤
め
さ
ら
に
申
口
座
（
位
階
）
に
も
叙
せ
ら
れ
て
い
た

た
め
紫
冠
（
冠
位
）
が
与
え
ら
れ
た
。
嘉
慶
五
（
一
八
〇
〇
）
年
の
尚
温
王
冊
封
時
に
御
用
意
中
取
を
勤
め
た
嘉
味
田

親
雲
上
・
羽
地
里
之
子
親
雲
上
は
、
両
者
と
も
才
府
に
未
就
任
で
あ
っ
た
た
め
二
年
後
に
才
府
へ
任
命
さ
れ
た
。
嘉
慶

十
三
（
一
八
〇
八
）
年
の
尚
灝
王
冊
封
時
の
冠
船
方
御
用
意
中
取
で
あ
っ
た
上
原
親
雲
上
は
才
府
に
未
就
任
で
あ
っ
た

た
め
二
年
後
に
才
府
へ
就
任
し
、
小
橋
川
親
雲
上
は
才
府
・
申
口
座
を
済
ま
せ
て
い
た
た
め
紫
冠
が
与
え
ら
れ
た
。
先

例
か
ら
冠
船
方
御
用
意
中
取
を
勤
め
た
場
合
の
報
酬
は
、①
才
府
役
へ
の
就
任
、②
申
口
座
（
位
階
）、③
紫
冠
（
冠
位
）

を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
祝
嶺
に
つ
い
て
も
順
当
に
い
け
ば
、
紫
冠
が
与
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
っ
た
が
、
先
例
を
即
座
に
適
用
し
か
ね
る
事
情
が
存
在
し
た
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ま
で
紫
冠
を
与
え
ら
れ
て
き
た

者
た
ち
は
全
て
里
之
子
筋
目
で
あ
り
、
祝
嶺
は
筑
登
之
筋
目
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

表
十
五
人
は
、
筑
登
之
筋
目
の
者
へ
紫
冠
を
授
与
し
た
事
例
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
豊
川
親
方
正
英
へ
授
与
し
た
事

例
が
参
考
と
さ
れ
た
。豊
川
は
、地
下
旅
の
奉
公
と
と
も
に
御
右
筆
主
取
を
二
度
、評
定
所
筆
者
主
取
を
三
度
勤
め
て「
書

礼
文
法
」
の
伝
授
に
功
績
が
あ
り
、
さ
ら
に
父
の
添
石
親
雲
上
も
地
下
旅
や
評
定
所
筆
者
主
取
を
勤
め
る
な
ど
父
子
と

も
に
抜
き
ん
で
た
功
績
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
紫
冠
が
授
与
さ
れ
た
。
祝
嶺
の
功
績
を
豊
川
と
比
較
す
る
と
、
功
績
面
で

大
き
く
劣
る
祝
嶺
へ
の
紫
冠
授
与
は
認
め
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
。処
遇
の
決
定
に
難
航
す
る
中
で
注
目
さ
れ
た
の
は
、

祝
嶺
の
家
系
で
あ
っ
た
。
祝
嶺
の
系
祖
は
按
司
家
や
親
方
家
で
は
な
い
も
の
の
元
は
里
之
子
筋
目
で
あ
り
、
時
代
が
下

る
と
と
も
に
筑
登
之
筋
目
に
降
下
し
た
家
系
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
結
果
、
祝
嶺
は
一
般
の
筑
登
之
筋
目
と
は
異
な
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る
と
さ
れ
、
褒
美
と
し
て
里
之
子
筋
目
へ
の
変
更
（
筋
目
直
し
）、
す
な
わ
ち
家
格
の
上
昇
を
許
可
す
る
こ
と
が
妥
当

で
は
な
い
か
と
の
答
申
が
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

ま
た
、
こ
の
他
の
例
に
お
け
る
「
才
府
並
」
の
功
績
へ
の
処
遇
を
見
て
み
る
と
、
一
七
八
六
年
に
下
知
役
を
勤
め
た

渡
口
親
雲
上
真
英
へ
は
、
職
務
勤
済
後
の
一
七
九
三
年
に
申
口
座
が
与
え
ら
れ
た
。
一
八
三
四
年
に
貿
易
交
渉
と
財
政

再
建
策
の
策
定
に
奔
走
し
た
功
績
か
ら
「
才
府
並
之
勲
功
」
と
認
め
ら
れ
た
渡
慶
次
筑
登
之
親
雲
上
柴
富
へ
は
、
同
じ

く
申
口
座
が
与
え
ら
れ
た

（
11
（

。

　

こ
れ
ら
祝
嶺
や
渡
口
・
渡
慶
次
の
例
を
見
る
と
、
王
府
に
よ
っ
て
「
才
府
並
」
と
認
定
さ
れ
る
こ
と
が
ど
の
よ
う
な

報
酬
と
結
び
つ
い
て
い
た
の
か
が
明
ら
か
と
な
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
一
義
的
に
は
直
接
的
な
才
府
役
へ
の
就
任
で

あ
っ
た
が
、
官
位
（
申
口
座
）
や
条
件
を
付
し
て
の
冠
位
（
紫
冠
）、
筋
目
の
変
更
に
伴
う
家
格
の
上
昇
な
ど
、「
才
府

並
」
へ
の
対
価
と
し
て
国
内
諸
制
度
と
連
動
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
報
酬
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
地
頭
所
と
連
動
し
た
才
府

が
重
視
さ
れ
つ
つ
も
、
状
況
に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
報
酬
方
法
を
用
い
て
官
人
層
へ
の
対
価
を
賄
お
う
と
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

　
（
二
）
近
世
琉
球
の
運
営
と
才
府

　

こ
こ
ま
で
王
府
官
人
制
度
を
運
営
す
る
た
め
の
功
績
評
価
と
報
酬
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
、
才
府
を
中
心
に
検
討
し

て
き
た
。
才
府
が
有
し
て
い
た
功
績
評
価
・
報
酬
給
付
に
お
け
る
広
が
り
を
踏
ま
え
、
琉
球
に
お
け
る
官
人
制
度
が
持
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つ
構
造
的
な
特
徴
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

ま
ず
、
琉
球
に
お
け
る
旅
役
を
前
提
と
し
た
官
人
制
度
の
あ
り
方
を
指
摘
し
た
真
栄
平
房
昭
に
よ
る
「
旅
役
」
知
行

制
論
で
は
、
旅
役
そ
の
も
の
を
王
府
へ
の
第
一
の
奉
公
と
位
置
付
け
、「
渡
唐
役
を
勤
め
る
こ
と
が
家
臣
団
に
と
っ
て

最
大
の
功
績
」
で
あ
っ
た
と
し
た
。
そ
の
根
拠
と
し
て
「
琉
球
で
は
古
来
「
唐
旅
」
と
い
う
言
葉
は
「
死
」
を
意
味
す

る
同
義
語
と
し
て
使
わ
れ
て
き
た
」
こ
と
を
挙
げ
、「
生
命
の
危
険
を
伴
う
「
渡
海
」
を
勤
め
る
こ
と
」
は
す
な
わ
ち
「
国

王
に
対
す
る
家
臣
団
の
最
大
の
奉
公
」
で
あ
っ
た
と
し
た
。
ま
た
、
幕
藩
制
の
軍
役
の
論
理
が
琉
球
に
ま
で
貫
徹
し
て

い
た
こ
と
を
追
求
す
る
観
点
か
ら
、「
琉
球
に
と
っ
て
は
中
国
貿
易
の
遂
行
が
、
軍
役
奉
公
に
代
わ
っ
て
薩
摩
藩
か
ら

要
求
さ
れ
た
最
も
重
要
な
「
役
」
で
あ
っ
た
」
と
し
、「
琉
球
で
は
一
般
の
藩
に
み
ら
れ
る
軍
役
に
基
づ
く
主
従
制
の

あ
り
方
と
は
異
な
り
、「
渡
唐
役
」
を
基
軸
と
し
た
主
従
制
・
家
臣
団
編
成
が
行
わ
れ
て
い
た
」
と
し
て
い
る

（
1（
（

。

　

こ
れ
に
対
し
本
稿
で
見
て
き
た
才
府
の
持
つ
多
様
な
役
割
を
考
え
る
と
、
才
府
役
そ
の
も
の
は
確
か
に
重
要
な
王
府

奉
公
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
が
、
む
し
ろ
旅
役
を
含
む
他
の
奉
公
（
と
り
わ
け
定
役
）
の
結
果
と
し
て
才
府
役
を
あ

て
が
っ
て
い
た
点
が
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
才
府
就
任
は
、
旅
役
を
含
む
王
府
へ
の
広
範
か
つ
特
段
の
奉
公
を
評

価
す
る
中
で
行
な
わ
れ
て
お
り
、
必
要
な
施
策
の
柔
軟
な
展
開
を
支
え
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

報
酬
制
度
に
お
い
て
「
才
府
並
」
は
、
船
間
を
通
じ
た
貿
易
参
加
や
地
頭
所
下
賜
を
約
束
す
る
だ
け
で
な
く
、
場
合
に

よ
っ
て
は
位
階
や
冠
位
、
家
格
の
上
昇
（「
筋
目
直
し
」）
に
も
結
び
つ
い
て
お
り
、
才
府
と
い
う
存
在
は
さ
ま
ざ
ま
な

形
で
報
酬
を
与
え
る
た
め
の
結
節
点
と
な
っ
て
い
た
。
才
府
は
、
王
府
官
人
を
さ
ま
ざ
ま
な
施
策
へ
動
員
す
る
役
割
を
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果
た
し
、
少
な
く
と
も
王
府
官
人
制
度
の
運
営
に
と
っ
て
単
な
る
渡
唐
役
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
意
味
合
い
を
持
つ
役
職

で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

旅
役
で
あ
る
才
府
の
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
は
、
琉
球
が
交
易
を
軸
に
国
を
営
ん
で
き
た
こ
と
が
大
き
く
影
響
し
て
い

た
。
才
府
と
地
頭
所
の
関
係
が
明
確
と
な
る
一
八
世
紀
前
半
ま
で
に
琉
球
は
、
対
中
・
対
日
外
交
や
交
易
を
基
軸
と
し

な
が
ら
も
、「
小
国
」
に
見
合
う
国
家
体
制
の
構
築
を
目
指
し
て
、
緻
密
な
官
僚
制
や
社
会
基
盤
の
整
備
を
進
め
て
い

た
。
そ
の
中
で
前
代
か
ら
外
交
・
交
易
に
関
与
し
て
い
た
才
府
が
多
様
な
奉
公
を
評
価
す
る
基
準
と
な
る
制
度
が
築
か

れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
豊
見
山
和
行
は
、
近
世
的
体
制
へ
の
転
換
の
契
機
と
な
っ
た
政
治
家
蔡
温
の
登
場
以
降

に
農
業
政
策
や
諸
職
（
窯
業
・
砂
糖
精
製
）
に
お
け
る
功
績
が
「
国
用
」
と
関
連
し
て
褒
賞
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目

し
、
一
八
世
紀
以
降
の
琉
球
で
は
「「
国
用
」
の
論
理
に
よ
っ
て
、
琉
球
国
の
自
給
体
制
を
強
化
な
い
し
十
全
な
も
の

に
し
よ
う
と
す
る
政
策
が
展
開
さ
れ
て
い
た
」
と
指
摘
し
て
い
る

（
11
（

。
一
八
世
紀
以
降
に
現
れ
て
き
た
と
さ
れ
る
「
国
用
」

す
な
わ
ち
国
益
に
沿
う
多
様
な
奉
公
へ
の
評
価
が
求
め
ら
れ
る
中
で
、
才
府
を
通
じ
た
広
範
な
奉
公
を
評
価
す
る
制
度

も
構
築
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
外
交
・
交
易
か
ら
内
政
の
充
実
へ
と
い
う
近
世
琉
球
の
転
換
に
お
い
て
、
交

易
活
動
の
中
核
を
担
っ
た
才
府
が
国
内
統
治
を
含
む
多
様
な
奉
公
の
基
準
と
な
っ
て
制
度
の
中
核
を
な
し
た
の
は
、
琉

球
の
国
家
制
度
の
特
徴
を
示
す
象
徴
的
な
問
題
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
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お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
才
府
に
関
わ
る
問
題
を
中
心
に
、
王
府
官
人
の
功
績
が
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
報
酬
制
度
と
結
び
つ
い
て

い
た
の
か
を
検
討
し
て
き
た
。
最
後
に
、
本
稿
で
明
ら
か
と
な
っ
た
問
題
を
整
理
し
、
近
世
的
な
王
府
官
人
制
度
の
特

徴
を
述
べ
て
結
び
と
し
た
い
。

　

ま
ず
、
近
世
末
か
ら
明
治
初
期
に
お
け
る
才
府
役
に
関
す
る
記
録
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
渡
唐
役
の
一
つ
と
さ
れ
た

同
職
が
多
様
な
奉
公
へ
の
報
酬
給
付
に
資
す
る
職
（
受
益
職
）
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
か
を
地

頭
所
の
関
係
か
ら
検
討
し
た
。
そ
の
中
で
才
府
は
、「
最
上
の
立
身
役
」
と
称
さ
れ
船
間
を
通
じ
た
貿
易
機
会
の
獲
得
、

さ
ら
に
地
頭
所
下
賜
と
連
動
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た

（
11
（

。
家
譜
の
記
載
を
手
掛
か
り
に
見
る
と
、

こ
の
よ
う
な
才
府
と
地
頭
所
の
関
係
は
一
八
世
紀
前
半
、
少
な
く
と
も
一
七
四
〇
年
代
以
降
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。

　

次
に
「
僉
議
」
に
収
録
さ
れ
た
才
府
を
め
ぐ
る
功
績
処
遇
問
題
の
経
過
か
ら
、
才
府
が
単
な
る
対
中
貿
易
を
司
る
旅

役
と
し
て
の
側
面
の
み
な
ら
ず
、
多
様
な
奉
公
を
束
ね
一
体
的
に
評
価
す
る
た
め
の
基
準
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
検
討

し
た
。「
僉
議
」
で
は
、
十
分
な
功
績
を
積
み
な
が
ら
才
府
就
任
が
叶
わ
な
か
っ
た
者
を
積
極
的
に
処
遇
し
よ
う
と
す

る
姿
勢
が
確
認
さ
れ
た
。
適
切
な
処
遇
の
貫
徹
を
果
た
そ
う
と
す
る
王
府
の
姿
勢
は
、
才
府
就
任
を
通
じ
た
報
酬
給
付

が
単
な
る
旅
役
に
と
ど
ま
ら
ず
、多
様
な
奉
公
の
展
開
を
支
え
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
由
来
し
、
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対
価
を
示
し
続
け
る
こ
と
が
広
範
な
施
策
の
実
施
お
よ
び
官
人
制
度
を
維
持
す
る
こ
と
に
直
結
し
て
い
た
。
ま
た
、「
才

府
並
」
の
報
酬
は
、数
に
限
り
の
あ
る
才
府
へ
の
就
任
だ
け
で
な
く
、位
階
（
申
口
座
）
や
冠
位
（
条
件
付
き
で
紫
冠
）、

家
格
の
変
更
（「
筋
目
直
し
」）
な
ど
に
よ
っ
て
も
行
わ
れ
て
お
り
、
功
績
評
価
の
み
な
ら
ず
報
酬
制
度
に
お
い
て
も
多

様
な
あ
り
方
を
束
ね
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た

（
11
（

。

　

最
後
に
才
府
の
王
府
官
人
制
度
に
お
け
る
役
割
を
踏
ま
え
、
ど
の
よ
う
な
国
家
運
営
が
行
わ
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い

て
検
討
し
た
。
い
わ
ゆ
る
「
旅
役
」
知
行
制
論
に
お
い
て
は
、旅
役
（
特
に
渡
唐
役
）
そ
の
も
の
を
重
視
す
る
観
点
か
ら
、

通
時
代
的
に
旅
役
が
地
頭
所
の
領
有
や
相
続
に
影
響
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
一
八
世

紀
前
半
以
降
、
王
府
が
才
府
役
を
地
頭
所
の
下
賜
や
相
続
に
お
い
て
重
視
し
た
の
は
、
才
府
就
任
が
多
様
か
つ
特
段
の

功
績
に
対
し
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
起
因
し
た
。
才
府
就
任
に
よ
っ
て
地
頭
所
の
新
規
の
下
賜
ま
た
は
二
代
に
わ
た

る
相
続
が
約
束
さ
れ
、
才
府
そ
の
も
の
だ
け
で
な
く
才
府
へ
と
到
る
奉
公
全
般
（
恒
常
的
に
は
定
役
や
特
段
の
奉
公
）

を
評
価
す
る
制
度
が
形
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
近
世
琉
球
と
い
う
国
家
を
運
営
す
る
に
必
要
な
広
範

な
奉
公
を
評
価
し
、
さ
ら
に
交
易
と
陸
域
資
源
双
方
を
財
源
基
盤
に
し
た
体
制
を
模
索
す
る
中
で
、
特
定
の
旅
役
、
と

り
わ
け
才
府
を
基
準
と
し
た
シ
ス
テ
ム
が
築
か
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
来
、
交
易
の
実
務
者
と
し
て
存
在
し

た
才
府
が
、
少
な
く
と
も
一
八
世
紀
前
半
以
降
、
内
政
を
含
む
多
様
な
奉
公
の
基
準
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ

と
は
、交
易
を
軸
に
展
開
し
て
き
た
琉
球
特
有
の
国
家
体
制
・
官
人
制
度
の
形
成
と
展
開
を
象
徴
的
に
示
す
も
の
で
あ
っ

た
と
言
え
よ
う
。
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【
註
】

（
1
）	

琉
球
を
取
り
巻
く
国
際
関
係
に
つ
い
て
は
、
伝
統
的
な
冊
封
・
朝
貢
関
係
を
持
ち
幕
藩
体
制
に
「
異
国
」
と
し
て
包
摂
さ
れ
て

い
た
と
す
る
理
解
（
紙
屋
敦
之
『
幕
藩
制
国
家
の
琉
球
支
配
』
校
倉
書
房
、
一
九
九
〇
）
を
軸
に
、
琉
球
側
の
選
択
と
し
て
幕

府
・
清
朝
双
方
と
の
従
属
関
係
を
積
極
的
に
位
置
づ
け
て
い
た
と
す
る
従
属
的
二
重
朝
貢
国
論
（
豊
見
山
和
行
『
琉
球
王
国
の

外
交
と
王
権
』、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
）、
日
中
の
異
な
る
支
配
秩
序
に
整
合
的
に
対
応
し
て
い
た
点
を
強
調
す
る
狭
間
論

（
渡
辺
美
季
『
近
世
琉
球
と
中
日
関
係
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
）
な
ど
が
あ
る
。

（
2
）	

そ
れ
ぞ
れ
真
栄
平
房
昭
「
琉
球
に
お
け
る
家
臣
団
編
成
と
貿
易
構
造
―
「
旅
役
」
知
行
制
の
分
析
―
」（『
九
州
と
藩
政
（
Ⅱ
）』、

国
書
刊
行
会
、一
九
八
四
）、真
栄
平
房
昭
「
近
世
琉
球
に
お
け
る
個
人
貿
易
」（『
球
陽
論
叢
』、ひ
る
ぎ
社
、一
九
八
六
）
参
照
。

（
（
）	

知
行
体
系
の
中
の
定
役
と
旅
役
の
関
係
に
先
鞭
を
つ
け
た
の
は
渡
口
真
清
（
同
『
近
世
の
琉
球
』
法
政
大
学
出
版
局
、

一
九
七
五
）
で
あ
り
、
船
間
の
分
配
と
定
役
の
関
係
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
近
世
琉
球
に
お
け
る
王
府
官
人
制
度
と
渡
唐
役
者
―

船
間
割
当
を
通
じ
て
─
」（『
日
本
歴
史
』
七
五
七
号
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
（
）	

ひ
と
ま
ず
「
中
国
化
」
志
向
の
も
と
王
権
維
持
の
た
め
の
儀
礼
の
強
化
や
変
更
、
負
担
の
増
大
に
つ
い
て
は
豊
見
山
和
行
（
前

掲
書
『
琉
球
王
国
の
外
交
と
王
権
』）、
麻
生
伸
一
（
同
「
琉
球
王
国
の
財
制
と
外
交
儀
礼-

戌
冠
船
を
め
ぐ
っ
て
」『
世
界
と

つ
な
ぐ
起
点
と
し
て
の
日
本
列
島
史
』
清
文
堂
、
二
〇
一
六
）
が
あ
り
、
農
本
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
く
農
政
改
革
の
あ
り
よ

う
に
つ
い
て
は
豊
見
山
和
行
（
同
「
琉
球
沖
縄
史
の
世
界
」『
琉
球
・
沖
縄
史
の
世
界
』、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
）、
異
国

船
対
策
に
つ
い
て
は
田
名
真
之
（
同
「
王
府
の
異
国
船
迎
接
体
制
―
総
理
官
を
中
心
に
」『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
十
四
巻
、
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浦
添
市
教
育
委
員
会
、
一
九
九
八
）
の
成
果
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

（
5
）	
才
府
の
由
来
に
つ
い
て
は
『
歴
代
宝
案
』
第
一
冊
（
訳
注
本
）「
財
福
」
の
項
（
沖
縄
県
立
図
書
館
史
料
編
集
室
編
『
歴
代
宝
案
』

第
一
冊
（
訳
注
本
）、沖
縄
県
教
育
委
員
会
、一
九
九
四
）
参
照
。
才
府
の
初
見
に
つ
い
て
は
、「
新
納
忠
清
・
最
上
義
時
連
署
条
書
」

（
鹿
児
島
県
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
黎
明
館
編
『
鹿
児
島
県
史
料　

旧
記
雑
録
後
編
５
』、
鹿
児
島
県
、
一
九
八
四
、５
６
３
号
）

に
よ
る
。

（
（
）	

古
琉
球
に
お
け
る
才
府
と
官
舎
の
存
在
に
つ
い
て
「
麻
姓
家
譜
（
田
名
家
）」（
那
覇
市
企
画
部
市
史
編
集
室
編
『
那
覇
市
史
』

資
料
篇
第
１
巻
７
、
家
譜
資
料
（
３
）
首
里
系
、
那
覇
市
役
所
、
一
九
八
二
）
の
嘉
靖
二
九
（
一
五
五
〇
）
年
の
条
に
官
舎
、

嘉
靖
三
四
（
一
五
五
五
）
年
の
条
に
才
府
の
名
が
見
え
る
。

（
（
）	

前
掲
拙
稿
「
近
世
琉
球
に
お
け
る
王
府
官
人
制
度
と
渡
唐
役
者
―
船
間
割
当
を
通
じ
て
―
」
参
照
の
こ
と
。

（
（
）	「
受
益
職
」
の
概
要
に
つ
い
て
は
「
五
一
六
秩
禄
処
分
ヲ
要
ス
ル
事
由
」（
琉
球
政
府
編
『
沖
縄
県
史
』
1（
巻
資
料
編
３
、
沖
縄

県
関
係
各
省
公
文
書
２
、
琉
球
政
府
、
一
九
六
六
、七
〇
二
～
七
〇
五
頁
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
（
）	「
心
附
役
」
を
明
治
期
の
書
記
官
は
、
便
宜
的
に
第
一
等
か
ら
第
五
等
ま
で
分
類
し
て
お
り
、
第
一
等
は
物
品
の
収
受
が
多
く

収
益
の
大
き
な
部
署
で
あ
る
砂
糖
蔵
役
や
船
手
蔵
役
・
米
蔵
役
な
ど
に
置
か
れ
て
い
た
と
す
る
（
渡
口
真
清
前
掲
書
『
近
世
の

琉
球
』
参
照
）。

（
10
）	

秩
禄
処
分
と
は
、
琉
球
処
分
以
後
に
旧
士
族
層
へ
の
俸
給
を
新
体
制
に
切
り
替
え
る
た
め
に
行
わ
れ
た
財
政
処
置
の
こ
と
。

「
才
府
勤
済
采
地
高
之
儀
ニ
付
再
願
」（
琉
球
政
府
編
『
沖
縄
県
史
』
12
巻
、
沖
縄
県
関
係
各
省
公
文
書
１
、
琉
球
政
府
、



2（0

一
九
六
六
、九
三
頁
）
で
は
才
府
に
つ
い
て
「
旧
藩
無
禄
ノ
士
族
共
最
上
ノ
立
身
役
、
頭
ニ
見
合
ノ
向
相
替
品
能
勤
仕
ノ
功
ヲ

以
テ
被
召
進
、
殊
ニ
二
ケ
年
ニ
三
人
宛
差
定
リ
年
齢
ノ
限
モ
有
之
、
旁
容
易
ニ
難
進
、
各
無
拠
役
務
ニ
携
或
ハ
旅
ヘ
被
遣
、
惣

テ
平
士
抜
擢
ノ
勤
凡
二
三
十
年
間
苦
労
ヲ
経
願
達
相
成
」
と
述
べ
る
。

（
11
）	「
琉
球
藩
官
職
制
」（『
沖
縄
県
史
』
前
近
代
６
首
里
王
府
仕
置
２
、
沖
縄
県
教
育
委
員
会
、
一
九
八
九
）
は
、
明
治
政
府
が
王

国
末
期
の
行
政
制
度
を
調
査
し
ま
と
め
た
も
の
。『
東
汀
随
筆
』
は
喜
舎
場
朝
賢
（
同
著
、
名
嘉
正
八
郎
・
我
部
政
男
校
訂
『
校

本
東
汀
随
筆
』
至
言
社
、
一
九
八
〇
）
が
、
尚
泰
王
の
側
近
と
し
て
王
府
に
勤
務
し
た
経
験
か
ら
王
国
末
期
の
諸
事
・
体
制
を

随
筆
形
式
で
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

（
12
）	「
御
恩
賜
金
ノ
義
ニ
付
願
」
は
前
掲
『
沖
縄
県
史
』（
1（
巻
沖
縄
県
関
係
各
省
公
文
書
２
、一
四
九
～
一
五
〇
頁
）
を
参
照
の
こ
と
。

東
京
・
大
坂
詰
書
役
と
は
、
一
八
七
二
年
以
降
に
置
か
れ
た
藩
邸
属
吏
の
こ
と
。

（
1（
）	『
詹
姓
家
譜
』（
前
掲
那
覇
市
企
画
部
市
史
編
集
室
編
『
那
覇
市
史
』
資
料
篇
第
１
巻
７
、
家
譜
資
料
（
３
）
首
里
系
）
六
世
詹

光
国
（
田
里
筑
登
之
親
雲
上
兼
賢
）
の
同
治
一
一
（
一
八
七
二
）
年
の
条
に
は
「
大
夫
并
才
府
二
度
大
通
事
相
勤
候
方
、
帰
帆

早
速
よ
里
地
頭
所
頂
戴
仕
迄
之
間
、
御
救
助
料
よ
里
年
ニ
五
石
宛
之
御
心
付
被
成
下
、
間
ニ
存
命
中
地
頭
所
頂
戴
不
仕
方
者
、

嫡
子
江
同
断
被
成
下
度
旨
被
達　

上
聞
相
済
候
間
、
其
首
尾
方
可
申
渡
旨
御
差
圖
ニ
而
候
」
と
あ
る
。

（
1（
）	

拙
稿
「
近
世
後
期
の
久
米
村
官
人
制
度
に
お
け
る
渡
唐
役
と
地
頭
所
下
賜
」『
越
境
す
る
東
ア
ジ
ア
島
嶼
世
界
―
第
15
回
琉
中

歴
史
関
係
学
術
研
討
会
論
文
集
』
琉
球
大
学
国
際
沖
縄
研
究
所
、
二
〇
一
六
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
15
）	

尚
家
文
書
以
外
の
「
僉
議
」
に
つ
い
て
は
、
奥
野
彦
六
郎
が
筆
写
（「
琉
球
藩
庁
僉
議
抄
写
」）
し
崎
浜
秀
明
に
よ
っ
て
刊
行
さ
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れ
た
一
七
世
紀
後
半
か
ら
一
八
世
紀
中
頃
ま
で
に
お
け
る
相
続
・
刑
罰
・
由
来
な
ど
に
関
す
る
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
抄

録
の
た
め
か
功
績
評
価
や
役
職
の
改
廃
記
録
な
ど
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い（
同「
琉
球
評
定
所
僉
儀
」『
沖
縄
旧
法
制
史
料
集
成
』

第
三
巻
、
崎
浜
秀
明
発
行
、
一
九
六
七
）。

（
1（
）	

そ
れ
ぞ
れ
の
案
件
の
収
録
「
僉
議
」
は
、
案
件
１
城
田
親
雲
上
お
よ
び
案
件
２
祝
嶺
親
雲
上
（
尚
家
文
書
四
三
八
号
）、
案
件

３
嘉
陽
親
雲
上
（
尚
家
文
書
四
四
三
号
）、
案
件
４
池
原
親
雲
上
（
尚
家
文
書
四
四
五
号
）
で
あ
り
、
以
下
特
に
断
ら
な
い
限

り
同
案
件
の
記
述
に
つ
い
て
は
上
記
史
料
に
よ
る
。

（
1（
）	

心
附
役
へ
の
転
役
に
つ
い
て
は
「
旧
藩
官
吏
附
属
向
ノ
概
略
」
の
規
定
か
ら
傍
証
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
「
定
役
十
年
以
上

相
勤
病
気
又
ハ
無
拠
事
故
ア
リ
テ
前
条
旅
役
難
勤
得
者
ハ
勤
功
是
レ
切
ニ
テ
其
取
持
ヲ
以
テ
第
一
等
ノ
扶
助
役
申
付
候
事
」
と

あ
り
、
故
あ
っ
て
旅
役
へ
と
進
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
功
績
を
勘
案
し
扶
助
役
す
な
わ
ち
「
心
附
役
」
へ

と
進
む
慣
例
で
あ
っ
た
（
前
掲
『
沖
縄
県
史
』
12
巻
沖
縄
県
関
係
各
省
公
文
書
１
、七
七
八
頁
参
照
）。

（
1（
）	「
旧
藩
心
附
役
ヘ
預
ル
ヘ
ク
者
共
ヘ
御
下
賜
金
増
加
ノ
儀
ニ
付
再
願
」（
前
掲
『
沖
縄
県
史
』
1（
巻
沖
縄
県
関
係
各
省
公
文
書
２
、

一
二
六
頁
）
に
は
、「
旧
藩
ノ
時
奉
職
ノ
者
共
多
分
扶
持
米
ヲ
給
与
セ
ラ
レ
ス
或
ハ
給
与
セ
ラ
ル
ル
モ
其
額
至
テ
僅
少
ニ
テ
是

以
テ
勤
仕
中
ノ
費
用
ヲ
補
フ
能
ハ
ス
且
ツ
旅
行
ノ
節
旅
費
日
当
等
賜
ハ
レ
候
モ
是
亦
僅
少
ニ
テ
其
分
ニ
テ
ハ
過
半
不
足
ニ
及
ヒ

彼
是
ノ
入
費
自
費
ヲ
以
テ
補
償
シ
置
キ
各
勤
労
ニ
応
シ
心
附
役
申
付
ラ
レ
収
得
ヲ
得
候
例
規
ニ
テ
専
ラ
之
ヲ
目
的
ト
シ
テ
借
金

ヲ
以
数
十
年
間
一
途
ニ
奉
職
罷
在
リ
」
と
あ
る
。

（
1（
）	『
麻
姓
家
譜
（
渡
口
家
）』
十
二
世
麻
陳
常
の
項
は
、
前
掲
那
覇
市
企
画
部
市
史
編
集
室
編
『
那
覇
市
史
』
資
料
篇
第
１
巻
７
、
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家
譜
資
料
（
３
）
首
里
系
参
照
の
こ
と
。
ま
た
、
下
知
役
が
必
要
と
さ
れ
た
背
景
に
つ
い
て
は
、
山
田
浩
世
・
佐
野
雅
規
「
近

世
後
期
の
琉
球
に
お
け
る
気
候
変
動
災
害
の
展
開
と
社
会
対
応
―
一
七
八
〇
年
代
の
災
害
と
上
か
ら
の
村
落
立
て
直
し
」『
首

里
城
研
究
』
№
1（
、
首
里
城
研
究
会
、
二
〇
一
七
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
20
）	
渡
口
親
雲
上
真
英
の
例
に
つ
い
て
は
前
掲
『
麻
姓
家
譜
（
渡
口
家
）』、
渡
慶
次
筑
登
之
親
雲
上
柴
富
の
例
に
つ
い
て
は
『
秋
姓

家
譜
（
伊
地
家
）』
七
世
柴
富
の
項
（
前
掲
那
覇
市
企
画
部
市
史
編
集
室
編
『
那
覇
市
史
』
資
料
篇
第
１
巻
７
、家
譜
資
料
（
３
）

首
里
系
）
参
照
の
こ
と
。

（
21
）	

真
栄
平
房
昭
前
掲
「
琉
球
に
お
け
る
家
臣
団
編
成
と
貿
易
構
造
―
「
旅
役
」
知
行
制
の
分
析
―
」
参
照
の
こ
と
。

（
22
）	「
国
用
」
の
多
用
と
蔡
温
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
豊
見
山
和
行
「「
近
世
琉
球
」
と
い
う
時
代
」（『
沖
縄
県
史
』
各
論
編
４
近
世

琉
球
、
沖
縄
県
教
育
委
員
会
、
二
〇
〇
五
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
2（
）	

才
府
を「
最
上
ノ
立
身
役
」と
見
な
し
熾
烈
な
出
世
競
争
を
展
開
し
た
の
は
、主
に
地
頭
所
を
持
た
な
い
中
下
級
士
族
で
あ
っ
た
。

当
然
そ
の
中
に
は
、
王
族
ま
た
は
門
閥
化
し
た
名
門
士
族
の
子
弟
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
王
府
の
相
続
制
度
を
論
じ
た
菊
山
正

明
（
同
「
近
世
期
沖
縄
に
お
け
る
相
続
制
に
つ
い
て
の
一
考
察
」『
沖
縄
文
化
』
十
五
巻
二
号
、
沖
縄
文
化
協
会
、
一
九
七
九
）

は
、
中
下
級
士
族
と
は
切
り
離
さ
れ
た
両
惣
地
頭
層
に
よ
る
上
級
役
職
の
独
占
を
指
摘
し
て
い
る
。
才
府
だ
け
で
は
な
い
、
他

の
役
職
や
階
層
差
も
考
慮
し
た
体
系
的
な
解
明
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
2（
）	

本
稿
で
は
才
府
の
役
割
に
焦
点
を
絞
り
考
察
を
行
う
と
い
う
性
格
上
、
十
分
に
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
問
題
も
多
い
。
そ
の

一
つ
が
、
才
府
と
同
様
の
役
割
を
果
た
し
た
可
能
性
の
あ
る
他
の
役
職
の
役
割
で
あ
る
。
王
府
の
相
続
規
定
を
ま
と
め
た
「
逓
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減
概
則
」（
前
掲『
沖
縄
県
史
』1（
巻
沖
縄
県
関
係
各
省
公
文
書
２
、六
〇
～
六
一
頁
）に
は
、「
才
府
」以
外
に「
二
度
大
通
事
」「
物

城
役
」「
大
和
横
目
」「
書
院
医
師
」「
茶
道
役
」「
包
丁
役
」
な
ど
の
役
職
が
地
頭
所
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
列
挙
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
ら
は
士
の
居
付
に
基
づ
く
官
人
制
度
や
職
能
な
ど
に
対
応
し
て
い
た
と
み
ら
れ
、
そ
の
問
題
の
一
部
に
つ
い
て
は
前
掲
拙

稿
「
近
世
後
期
の
久
米
村
官
人
制
度
に
お
け
る
渡
唐
役
と
地
頭
所
下
賜
」
お
よ
び
拙
稿
「
近
世
琉
球
社
会
の
中
の
身
分
変
更
―

庖
丁
人
・
医
師
・
海
運
業
者
な
ど
を
中
心
と
し
て
」（『
ア
ジ
ア
民
衆
史
研
究
』
22
集
、
ア
ジ
ア
民
衆
史
研
究
会
、
二
〇
一
七
）

で
も
論
じ
た
。
あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。


